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令和元年 第４回忠岡町議会定例会会議録 

 

 令和元年１２月１２日午前１０時、第４回忠岡町議会定例会を忠岡町議会議事堂に招集

した。 

１．出席議員は、次のとおりであります。 

   １番 杉原 健士議員   ２番 和田 善臣議員   ３番 北村  孝議員 

   ４番 小島みゆき議員   ５番 二家本英生議員   ６番 是枝 綾子議員 

   ７番 松井 匡仁議員   ８番 三宅 良矢議員   ９番 前川 和也議員 

   10番 勝元由佳子議員   11番 河野 隆子議員   12番 森  政雄議員 

 

１．欠席議員は、次のとおりであります。 

   なし 

 

１．地方自治法第１２１条の規定により、本会議に出席を求めた者は、次のとおりであり

ます。 

  町  長        和田 吉衛   教 育 長        富本 正昭 

  町長公室長       柏原 憲一   町長公室次長兼人権広報課長 

  住民部長        軒野 成司               明松 隆雄 

  健康福祉部長      東  祥子   産業まちづくり部長   藤田  裕 

  教育部長        立花 武彦   教育部理事兼学校教育課長 

  消 防 長        花野 勝也               石本 秀樹 

  消防次長兼消防署長   森下 孝之 

（各課課長同席） 

 

１．本議会の職員は、次のとおりであります。 

  事務局長   阿児 英夫 

  主  査   川端 謙太 
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 （会議の顚末） 

議長（杉原 健士議員） 

 おはようございます。 

 本日の出席議員は、全員出席でありますので、会議は成立しております。 

 ただいまから、令和元年第４回忠岡町議会定例会を開会いたします。 

 

議長（杉原 健士議員） 

 これより、会議を開きます。 

（「午前１０時００分」開会） 

 

議長（杉原 健士議員） 

 本日の議事日程を事務局長より報告させます。 

議会事務局（阿児 英夫局長） 

 議長。 

議長（杉原 健士議員） 

 局長。 

議会事務局（阿児 英夫局長） 

 令和元年第４回忠岡町議会定例会議事日程について、ご報告申し上げます。 

 日程第１        会議録署名議員の指名 

 日程第２        会期の決定 

 日程第３        諸般の報告 

 日程第４        一般質問 

 日程第５ 認定第 １号 平成３０年度忠岡町一般会計及び各特別会計歳入歳出決算認

定について 

      認定第 ２号 平成３０年度忠岡町水道事業会計決算認定について 

             （一括決算審査特別委員会委員長報告） 

 日程第６ 忠議第 １号 忠岡町報酬及び費用弁償条例の一部改正について 

 日程第７ 議案第５４号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて 

 日程第８ 議案第５５号 忠岡町固定資産評価審査委員会委員の選任について 

 日程第９ 議案第５６号 公益的法人等への職員の派遣等に関する条例の制定について 

 日程第10 議案第５７号 忠岡町会計年度任用職員の給与等に関する条例の制定につい

て 

 日程第11 議案第５８号 地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に

伴う関係条例の整備に関する条例の制定について 

 日程第12 議案第５９号 忠岡町教育委員会委員定数条例の制定について 
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 日程第13 議案第６０号 忠岡町特別職の職員の給与に関する条例の一部改正について 

 日程第14 議案第６１号 一般職の職員の給与に関する条例の一部改正について 

 日程第15 議案第６２号 忠岡町職員退職手当に関する条例の一部改正について 

 日程第16 議案第６３号 忠岡町下水道条例の一部改正について 

 日程第17 議案第６４号 令和元年度忠岡町一般会計補正予算（第５号）について 

 日程第18 議案第６５号 令和元年度忠岡町国民健康保険事業勘定特別会計補正予算 

             （第２号）について 

 日程第19 議案第６６号 令和元年度忠岡町介護保険特別会計補正予算（第３号）につ

いて 

 日程第20 議案第６７号 令和元年度忠岡町下水道事業特別会計補正予算（第１号）に

ついて 

 以上でございます。 

 

議長（杉原 健士議員） 

 第４回忠岡町議会定例会の招集に当たり、町長よりご挨拶の申し出があります。 

 発言を許します。 

町長（和田 吉衛町長） 

 はい。 

議長（杉原 健士議員） 

 町長。 

町長（和田 吉衛町長） 

 皆さん、おはようございます。 

 ご案内のように、第４回定例議会を招集いたしましたところ、議員各位には公私何かと

お忙しい中にもかかわりませずご出席くださいまして、ありがとうございます。 

 本日上程させていただいております議案につきましては、常任委員会、また全員協議会

でご協議願ってきたところでございますが、本日もよろしくご審議を賜りたく存じます。 

 このたび、町制８０周年を１０月６日に議会の皆様と主催でき、大変うれしく思ってお

ります。これからも防災・減災対策の推進を柱に、住民の皆様の暮らしの向上に努めてま

いる所存であります。 

 ところで、１０月から幼児教育・保育の無償化が始まりましたが、中途半端な政策だけ

に、私たち市町村に負担が押しつけられるだけでなく、子どもや保護者に戸惑いと疑問の

声が強く、本町にとっても戸惑うところであります。 

 そう言うだけではなしに、子どもを守り、保護者の皆様に安心してもらう教育、福祉に

努める覚悟でありますので、今議会を通じ、議会議員各位からのご指導、ご鞭撻をお願い

いたしまして、挨拶にかえさせていただきます。よろしくお願いいたします。 
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議長（杉原 健士議員） 

 ありがとうございます。 

 

議長（杉原 健士議員） 

 日程第１ 会議録署名議員の指名を行います。 

 会議録署名議員は、会議規則第１１８条の規定によりまして、８番・三宅良矢議員、１

０番・勝元由佳子議員を指名いたします。 

 

議長（杉原 健士議員） 

 日程第２ 会期の決定を議題といたします。 

 お諮りいたします。 

 今期、定例会の会期は、本日より１２月２０日までの９日間といたしたいと思います。 

 これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議長（杉原 健士議員） 

 ご異議なしと認めます。 

 よって、会期は、１２月２０日までの９日間と決定いたしました。 

 

議長（杉原 健士議員） 

 日程第３ 諸般の報告を行います。 

 まず、議会運営委員会委員の変更についてであります。前川和也議員の会派移動に伴い

まして、議会運営委員会委員の辞任願いの提出がありましたので、私より勝元由佳子議員

を議会運営委員会委員として指名いたしたことを報告いたします。 

 続きまして、和田善臣監査委員より例月出納検査の結果報告の申し出がありますので、

発言を許します。和田議員。 

監査委員（和田 善臣議員） 

 例月出納検査についてご報告申し上げます。 

 ここに、報告申し上げますのは、令和元年８月３０日、９月２６日及び１０月２９日に

行いました内容で、帳簿等は、同年７月３１日、８月３１日及び９月３０日現在でありま

す。 

 検査については、前田成弘監査委員と従事し、一般会計及び各特別会計から提出された

現金出納簿、公金収納状況、金融機関預金等については、その時点で的確に執行されてい

ることを確認し、また、関係諸帳簿、証拠書類も適正に記帳等されていることを確認いた

しました。 

 なお、検査時における各会計別等現金高数値については、お手元に配布しました数値表
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のとおりでございます。 

 以上、地方自治法第２３５条の２第３項の規定により報告いたします。 

                             監査委員 和田 善臣 

議長（杉原 健士議員） 

 これで諸般の報告を終わります。 

 

議長（杉原 健士議員） 

 日程第４ 一般質問を行います。 

 通告の順序に従って発言を許します。なお、質問時間は３０分となっておりますので、

ご協力のほどよろしくお願いいたします。 

 まず初めに、三宅良矢議員の質問を許します。 

８番（三宅 良矢議員） 

 はい。 

議長（杉原 健士議員） 

 三宅議員。 

８番（三宅 良矢議員） 

 よろしくお願いします。通告書に基づきまして、令和元年１２月、一般質問をさせてい

ただきます。 

 まずは、住民の生命と財産を守る大津川河川の洪水対策について質問させていただきま

す。 

 大型台風などに伴います大津川河川洪水の想定につきまして、河川沿いにおいて最も懸

念される破堤予想地域、つまり河川の増水により土手を越えてくる可能性が高い場所は、

忠岡町側の南海本線遮断機から楯並橋までの土手の２カ所であることは皆さんご存じだと

思います。 

 緊急時の越水への対策につきましては、現状、土のうを消防、救急、また消防団での人

海戦術での積み上げ方法を想定されています。しかし、危険水位に達した場合、また干潮

から満潮に向かっているなど危険が予測される場合においては、対応している人員の生命

が最優先なので、対応途中であろうと避難しなければいけません。つまり、諦めざるを得

なくなるということになります。実際の緊急的に災害が起こるであろうと見られる現場で

の対応としては、現実的ではないと考えることが妥当であると思っております。 

 そこで、上記の事実を踏まえまして、３点質問させていただきます。 

 １点目です。設置にかかる時間が土のうに比べて１０分の１以下であり、１０年間で６

００万円程度の費用で対応可能な水のう方式を導入し、対応策を切りかえていくことが有

効であると考えますが、いかがでしょうか。 

 ２点目です。上記にある２カ所が越水した場合の水害による忠岡町の被害金額はどのよ
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うになるのか、想定はできていますでしょうか。 

 ３点目です。危機を知らせる橋桁の表示が、一般の住民から見て大変見にくく、わかり

づらい。知らない、わからない方も多いです。知っていない方も多いです。雨天時の夜間

は、特に判別しようと僕が見に行っても、夜間、目を凝らしても、「何やろ」というよう

なレベルの黒白表示です。そこで、カラー表示に変えて、誰にとってもわかりやすい状況

に改善することはできないのか。 

 以上３点を一括にてご回答ください。 

産業まちづくり部（藤田 裕部長） 

 議長。 

議長（杉原 健士議員） 

 藤田部長。 

産業まちづくり部（藤田 裕部長） 

 ご質問１点目の水のうにつきましては、議員仰せのように、従来の土のう工法と比べま

して、人員と作業時間が大幅に削減できることにより、緊急時に短時間での広範囲の浸水

を防ぐことができる特徴を持っておるということでございます。 

 ただ、段差が生じるところでは設置が難しいといった面もございますが、水防機材とし

て有効なものであることから、今後、水防備品としての導入を検討してまいりたいという

ふうに考えております。 

 ２点目の被害金額でございますが、現在のところ水害による被害金額の想定はできてお

りません。 

 ３点目の橋桁の表示についてでございますが、これにつきましては、河川管理者である

大阪府に対しまして、カラー表示などの、より見やすくなるような改善を要望してまいり

たいと考えております。 

 よろしくお願いいたします。 

８番（三宅 良矢議員） 

 議長。 

議長（杉原 健士議員） 

 三宅議員。 

８番（三宅 良矢議員） 

 ありがとうございます。導入について前向きに検討いただけるということで。できまし

たら、来年の雨季、６月、台風時期手前までには進めていただきたいということをあわせ

て要望させていただきます。 

 ２点目につきましては、千葉県等の洪水を見ても、こういった導入するコストよりも、

そら住民さんがこうむる被害金額のほうがはるかに高いという認識は持っていただいてる

と思います。 
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 また、橋桁につきましても、橋桁だけじゃなく、土手、堤防沿いですね、ああいったと

ころでも表記できないのかなというのはありますので、また今後ともあわせて、住民にと

ってもわかりやすい危険を知らせるポイントとして、またお願いしていこうと思いますの

で、よろしくお願いいたします。 

 次の質問に移らせていただきます。次に、がん検診におきます最先端技術の早期導入に

ついてご質問させていただきます。 

 がん検診において、新たに尿や血液を用いた検査が確立されつつあります。時間や肉体

的な負担を極めて大きく軽減でき、また、検診率の向上も強く期待できると思います。 

例えば、尿１滴で線虫という本当に小さい虫を用いた検査方法は、現在、久留米市と連携

し、実証実験も行われております。来年１月には、１回１万数千円程度での商用化も見込

まれていると報道がありました。他にも、１滴の血液を用いた検査でも、従来のがん検診

に比べてはるかに高い発見率が見込まれております。それは、従来の検査では発見がほぼ

不可能なごくごく初期のステージ０、１、２レベルでも発見可能となっているとされてい

ます。それによって、がん死亡による社会的な損失がなくせる可能性を大いに秘めている

と考えております。 

 上記の事実を踏まえまして、４点質問させていただきます。１点目です。今後の忠岡町

のがん検診の方向性としても、この技術が商用化されたら、この技術を基本的な検査とし

て導入されるべきと考えますが、いかがでしょうか。 

 ２点目です。商用化からがん検診に正式導入されるまでは、全額自己負担でもこのよう

な検査方法があることを忠岡町の住民に対しまして周知、紹介することはできないでしょ

うか。 

 ３点目です。現状のがん検診受診率を基本に、現状のがん検診でかかっているコスト

と、尿での線虫がん検査の費用を仮に１万４，０００円としたら、どれぐらいのコストが

見込まれますか。 

 ４点目です。現状のがん検診での発見率は、新技術のがん検診と比べてどれぐらい上昇

すると考えられますか。 

 以上、４点一括にてご回答ください。 

議長（杉原 健士議員） 

 東部長。 

健康福祉部（東 祥子部長） 

 ただいまの質問につきまして、まず１点目でございます。本町が行っているがん検診

は、健康増進法に基づく事業であり、その内容は厚生労働省のがん予防重点健康教育及び

がん検診実施のための指針に定められ、科学的根拠が明らかなものであり、そのため、ご

質問における検診とはその位置づけが異なってまいります。 

 ご質問の線虫を用いた検査におきましては、現在は研究段階にあり、がん発見の１つの
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検査という位置づけであります。また、１滴の血液を用いた検査におきましては、複数の

がんのリスクを評価する検査であり、リスクとは確率、可能性、危険性などと呼ばれるも

ので、がんであるか否かをはっきりと判断するものではございません。 

 本町におきましても、国が認め、がん検診受診率に反映できることになれば、住民の負

担が軽減され、検診を取り入れたいと考えております。現段階におきましては、今のとこ

ろこの検診を取り入れることは難しいと考えておりますので、よろしくご理解のほどお願

い申し上げます。 

 ２点目でございます。ご質問の簡潔に受診や検査ができるこの検診で、自身の健康状態

に満足し、検診を受診する行動につながらないということも考えられることから、本町が

行っているがん検診の受診率低下の一因となり得るため、現段階では町広報やホームペー

ジ等への掲載は考えてはおりません。 

 ただ、血液１滴で行うがん検診のリスク検査で、厚生労働省が承認している検査につき

ましては、保健センターのパンフレットやリーフレットなどと同じ場所に配架することに

つきましては可能と考えますので、検討してまいりたいと思います。 

 ３点目でございます。平成３０年度における全てのがん検診における年間費用は約１，

７８０万円となっております。また、各種がん検診を重複受診される方があるため、検診

受診者の実人数の確認はできておりませんが、平成３０年度の住民検診のがん検診におき

まして、一番受診者数の多かった子宮頸がんは女性のみとなりますが、受診者数は８１０

人で、男性の胃・肺・大腸がん検診の受診者数は、３がん合計で５３６人で、重複受診を

されている方もございますが、受診者数の合計は１，３４６人となり、検査費用を１万

４，０００円といたしますと、１，８８４万４，０００円となります。したがって、昨年

実績と比較いたしますと、線虫を用いたがん検診を行った場合のほうが、支出額が１０４

万４，０００円の増額となります。 

 ４点目でございます。健康増進法に基づくがん検診における発見率の意味でございます

が、その検診において適正な頻度でがんを発見できたかをはかる指標でございます。その

指標は、厚生労働省がん検診事業の評価に関する委員会報告、今後の我が国におけるがん

検診事業評価のあり方についてにおいて定められております。このように、がん検診は科

学的根拠に基づいて検診の実施と制度管理が一体となって行われるものでございまして、

ご質問における検査が示す発見率と比較ができるものではございませんので、よろしくご

理解のほどお願い申し上げます。 

議長（杉原 健士議員） 

 三宅議員。 

８番（三宅 良矢議員） 

 一般的にご回答ありがとうございます。がんであることが否か、がんであるかどうかと

いうことをはっきり判断できるという基準で、これがどうなのかということであれば、例
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えば普通のがん検査でも、ステージ１、２、ごくごく初期の０でも、こんなはっきり、そ

れこそ一般的ながん検査でもはっきりと判断できないものもあるんです。今、基本はでき

ないです。すなわち、がん検査でも軽度であればあるほど見落とされる可能性って絶対高

いわけですね。血液のがん検査を町で行っているという、要は血液の新しい技術の検査

が、今現在、町で行っている検査よりも劣っているということにはならないと僕は思って

います。簡易な方法でそれが広まってしまって、要は受診率が下がって、町が推奨するや

り方、がん検診の受診率が下がって、それが税収の減少を招いてしまうということを憂慮

されるのは、これは行政の責任を預かる東部長の担当者としての憂慮されていることは、

立場としてはこれはわかります。それは尊重させていただきます。 

 ただ、私たち議会議員というのは、あくまで財政の問題もしっかりと考えることもさる

ことながら、現状のがん検診よりも新技術のほうがいいんだということがわかれば、それ

をしっかり伝えることが僕らの責務であると思ってますし、役場の立場でしか物を発信で

きないというんであれば、僕らは議会議員である必要はないと思ってます。そこはお互い

の立場ということでしっかりと認識した上で、今後はそういった制度として確立するまで

は、僕らは議会としては、それは国に対して、府に対しても要望していくべきやと思って

ますし、それまでは、やはりそれで１人でも命が本当に救える可能性があるんだとすれ

ば、僕自身もさまざまながん検診を試してみて、自分自身でも試してみて、周りにも試さ

せて、議員個人でできる範囲で、そしてまた周知は進めていこうかと思いますので、こう

いったことを踏まえてご理解いただけますでしょうか。その分の回答だけでもいいんで、

お願いいたします。 

議長（杉原 健士議員） 

 東部長。 

健康福祉部（東 祥子部長） 

 議員がおっしゃるこのがん検診をご自身で受診し、個人的に周知されることは、町民さ

んにがん検診について考えていただくいい機会とは思っております。がん検診の啓発につ

ながっていくとは考えております。しかし、町といたしましては、現行のがん検診を広く

町民さんに普及し、受診率の向上に努めてまいりたいと思っておりますので、ご理解のほ

どよろしくお願い申し上げます。 

８番（三宅 良矢議員） 

 議長。 

議長（杉原 健士議員） 

 三宅議員。 

８番（三宅 良矢議員） 

 来年１月には、また商用化ということがほんまに現実見込まれてるんで、それ以外の部

分に関してもさまざまな会社が開発されてますんで、またそれはそれで、そういったとこ
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ろは営業にも来るでしょうし、いろんなところに広めるでしょうし、そういったことも踏

まえて、また私たち議員も行動させていただこうかなと思いますので、よろしくお願いい

たします。 

 続きまして、低学力対策につきまして質問をさせていただきます。 

 忠岡町の平均学力は、全国的にも低い大阪府の中にあっても厳しい状況であると言われ

ております。それに伴い、忠岡町の住民からの評価についても厳しい目を向けられている

のはご存じかなと思っております。最近では、学力向上に向けた成果をまちの魅力づくり

に位置づけて取り組んでいるところも多く見られます。今後、客観的統計をもとに学力を

見ていくことは必須の条件であると考えております。 

 そこで、まずは１点目の質問です。忠岡町主催で行っているあすなろ塾においては、受

講している児童・生徒の客観的な学力変化につきましての検証というものは行われておら

れますでしょうか。 

 ２点目です。現在、忠岡町、この周辺の市町村も踏まえて全部なんですけど、ｅラーニ

ングというタブレット型のソフトを活用した、小・中学校の学習にそのタブレット型の学

習機器を取り入れられておられます。その実習学習ソフトを個別に、忠岡町は周辺市と比

べて学校でしか使えないことになっています。それを個別に自宅などで、いつでも２４時

間自由に使用できるよう、利用の対応を拡大して、改善していくべきであると考えます

が、いかがお考えでしょうか、お答えください。 

教育部（石本 秀樹理事兼学校教育課長） 

 議長。 

議長（杉原 健士議員） 

 石本理事。 

教育部（石本 秀樹理事兼学校教育課長） 

 議員ご質問のあすなろ未来塾での客観的な学力変化の検証についてでございますが、学

力診断テストを４月と９月の年２回実施しております。その結果等を習熟度別のクラス編

成に活用しております。あすなろ未来塾は、ともすれば学びから逃避しがちな子どもたち

に対し、学びの原動力となる学習意欲を喚起していくことを主な目的に実施するものでご

ざいます。参加児童・生徒の学習意欲の変化等をアンケート調査により定性的に把握し、

検証しております。 

 ２点目の自習・学習ソフトの利用拡大につきましては、児童・生徒のご家庭にネット環

境等があれば、ご家庭でも利用できるよう実現に向けて前向きに研究してまいりますの

で、ご理解のほどよろしくお願いいたします。 

８番（三宅 良矢議員） 

 議長。 

議長（杉原 健士議員） 
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 三宅議員。 

８番（三宅 良矢議員） 

 回答ありがとうございます。さきの議会におきまして、教育委員会の点検評価検証につ

きまして、その回答の中で、経年変化がわかるようにという留意事項があったのはご存じ

やと思います。単純に学力だけでなく、ある学年において、出席率の年次変化や保護者の

意見の回答率の変化、また意見の割合などさまざまな視点で算出していただければ、そこ

から私たちに対しても外部に向けて発信しやすく、また見やすく、そして私たちも意見し

やすく、予算とかもこうしたほうがいいんじゃないですかという前向きな声が出てくると

考えています。 

 そういった意味では、そういうような、ただ単なる毎年アンケートをとるというような

仕組みから、違う仕組みへと変えていただきたいなと。教育委員会の回答を受けた部分も

あわせてですよ、していただきたいということ、これは１点お願いです。別にこれは回答

は要らないです。 

 先ほど答えにありました学びから逃避しがちな子といった、要はボトムアップですね。

要は、厳しい子を引き上げていく、全体的にという考えですよね。その子たちのボトムア

ップ、それは重要やと思います。ただ、なかなかできてない市町村も多いんですけど、要

は学力がそこそこできるはず、要は能力はある、多分。記憶力もある程度いいやろし。け

ど、家庭の事情、要は塾に行かせることができるお金の余裕がない。さまざまな家庭環境

がありますよね。経済的な状況。で、そこそこできるのに、今のあすなろ塾やったら、自

分の学力レベルやったら、物足りへんなというような子どもたちですよね。もっともっと

やっていきたいという、伸びたい子どもたちですね。要はその伸びたい、トップアップで

すよね。ボトムアップ、下を上げるのと同時に、トップアップですね。上も上げていかな

いと全体は絶対上がっていかないじゃないですか。そういったことも踏まえて、自習・学

習ソフトを最大限活用していく方向で検討いただきたいということなので、今後もその方

向性としては、常にお尋ねして要望はしてまいりますけど、そこの部分を踏まえての認

識、今言った意見に対するちょっとだけ回答をいただけないでしょうか。 

議長（杉原 健士議員） 

 石本理事。 

教育部（石本 秀樹理事兼学校教育課長） 

 お示しのとおり、教育委員会の点検評価検証におきまして、外部評価委員から経年変化

がわかるようにというご意見も頂戴しておりますので。 

 すみません、申しわけございません。自習・学習ソフトの活用につきましては、先ほど

も答弁させていただきましたが、ネット環境等があればご家庭でも利用できるように前向

きに研究してまいりますので、ご理解のほどよろしくお願いいたします。 

議長（杉原 健士議員） 
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 三宅議員。 

８番（三宅 良矢議員） 

 ぜひともよろしくお願いいたします。 

 続きまして、町所有の遊休地を活用することによる税収確保について質問させていただ

きます。町内には、ところどころですけど、歯抜けみたいな形になってたとしても、幾ば

くか野ざらしにされている町有地が複数存在しております。私も全戸ポスティングをやっ

てる中で、フェンス越しにまた草が生えてきて、上からシートをかぶせても、やっぱり間

から草が生えてきて、近所の人から「これ、いつ抜いてくれるの」と言うても、これ、抜

くんじゃなくて、どこかに貸してたら、抜くお金も要らんのになと思いながら、いつも対

応は現場でさせていただいてますが、そういった中で、これはどこの市町村もそうなんで

すけど、やっぱり財政がどこも厳しい中で、忠岡町としてもそういったところをこのまま

放置し続けるということは、住民や財政のいずれにとってもいいことでないかなと僕は思

ってます。貸し出せる場所はできる限り貸し出せるようにして、財政の補塡とか、また目

的化するような仕組みづくりにするようにするべきであると思っています。 

 そこで、２点質問させていただきます。１点目は、現状の制度などの仕組みを変えるこ

とにより、活用可能な遊休地はどれほどあるか、把握しておられますか。 

 ２点目です。仮に近傍周辺の低位相場で考えた場合、この辺ですと、大体１台５，００

０円ぐらいが、安くても５，０００円ぐらいのところがほとんどです。あと、資材置き場

等に、大体聞いたら、坪単価１，０００円ぐらいが忠岡町周辺の相場だろうということ

で、その金額で例えば貸し出したと仮定したら、年間いかほどの増収が見込めますか。 

 以上、２点を一括でご回答ください。お願いいたします。 

町長公室（柏原 憲一公室長） 

 議長。 

議長（杉原 健士議員） 

 どうぞ。 

町長公室（柏原 憲一公室長） 

 １点目でございますが、ご質問の遊休地といたしましては、旧忠岡東３丁目集会所跡

地、それから町営住宅内におきまして、現在、点在はしておりますが、空き地が２２区画

ございます。 

 ２点目でございます。仮に、それらの遊休地を駐車場スペース１台５，０００円、それ

から資材置き場等に坪単価１，０００円で貸し出した場合、旧の忠岡東３丁目集会所跡地

での駐車場収入といたしましては、年間約６６万円程度、また資材置き場といたしまして

は、年間１０４万円程度が見込まれるところでございます。それから、町営住宅内の空き

地でございますが、これにつきましても、駐車場収入につきましては、１宅地例えば３台

と見込みますと、年間約４００万円。また、資材置き場等の貸し出しでの収入は、年間約
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７００万円程度が見込まれるのかなというところでございます。 

議長（杉原 健士議員） 

 三宅議員。 

８番（三宅 良矢議員） 

 ありがとうございます。この後の議案で、今回、非常勤の方の報酬にまたボーナスが、

国が指導しているのもあるんですけど、加わることで、大体２，０００万ぐらいの臨時と

いうか、今までにない人件費がかかるということも現実あります。やっぱり出ていくお金

って、高齢化社会で今の現状で人足らずの社会になってきたら、今後ますますふえてい

く、これは間違いのないことやと思ってます。そういったところで、ちょっとでも町とし

ては、その補塡というか、そういったところに対して住民の方に負担にならないようにし

ていただきたいなと思うのは、ここは全員の願いやと思います。それを少しでも、全部を

いきなり１カ所でドーンとしてくださいというわけじゃなく、まずはどこからか１カ所で

も始めていただいたら、例えば忠岡町もこれだけ議員がいるわけじゃないですか、１２

名。また、皆議員が議員それぞれの地域で、ここもどうなん、ここもどうなんというふう

に広がっていくと思うんです。そういったことが僕は住民にとっての町議会議員のあるべ

き立場やと思ってますんで、まずはその視点で、まずどこからか１カ所でも、今年度中で

きれば、少なくとも来年度にはできるような見込みを立てていただきたいなと思うんです

けど、いかがでしょうか。 

町長公室（柏原 憲一公室長） 

 議長。 

議長（杉原 健士議員） 

 柏原公室長。 

町長公室（柏原 憲一公室長） 

 土地の有効活用、またそれから何よりも収入の確保につながるということでございます

ので、管理している部局と協議して、その活用方策について調査、研究等してまいりたい

と思いますので、ご理解のほどよろしくお願いいたします。 

議長（杉原 健士議員） 

 三宅議員。 

８番（三宅 良矢議員） 

 ありがとうございます。できる限り早く進めていただければと思います。 

 次の質問に行きます。投票率向上について質問させていただきます。 

 本来、平坦で、面積当たりに占める投票所の設置数が比較的高い忠岡町におきまして

も、投票所に車で出向く方が多くなっています。僕も投票に行っているときに、車で来ら

れる方が多いなというのは実感としてあります。人口減少地域も発生している昨今では、

抜本的に投票所については統廃合も必要であるんじゃないかなと考えております。また、
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加えて、特に忠岡小学校区における３カ所の投票所がどこにあるか、要は地元から昔から

住んでいなければ、その人以外は大変わかりにくいというような事実があります。教えに

くいというのもあります。「どこなの」と聞かれても、あそこを説明するのは難しいで

す。 

 １点目です。これらの現状に対して改善していくべきであると考えておりますが、いか

がでしょうか。 

 ２点目です。例えば、選挙時に１カ所投票所を増設したとすれば、コストはいかほどか

かりますでしょうか。 

 ３点目の質問です。介護度が高い人ですね。要介護３・４・５、家から出ることさえも

困難な方ですね。投票に出かけられない、そういった方が、投票に足を向けることができ

なくなった方がふえています。例えば、１カ所削減された場合において、その削減された

コストを、要は移動困難な方の投票所までの介護タクシーの支援とか、そういうようなこ

とに、介護保険とかの枠外でも、介護保険でもできるとは思うんですけど、やっぱりいっ

ぱい使ってる人もいるじゃないですか、介護保険の単価を。そういった人からしたら、要

は介護保険外でも使用できるよう充てていくなどの仕組みを整えていくべきでないかなと

思います。 

 以上、３点を一括でご回答ください。 

町長公室（柏原 憲一公室長） 

 議長。 

議長（杉原 健士議員） 

 柏原公室長。 

町長公室（柏原 憲一公室長） 

 １点目でございますが、忠岡小学校区における投票所がわかりにくいということでござ

いますが、現在、第４投票所としては南区集会所、第５投票所としては西区集会所、それ

から第６投票所として北区の集会所をお借りしている状況でございます。 

 また、選挙人の方にわかりやすいように、公の施設となれば、忠岡小学校や認定こども

園であるピープル忠岡チャイルドスクール等が考えられますが、しかしながら、小学校で

ありますと、体育館には空調の設備がないため、夏場や冬場に行われる選挙では投票所と

しては適してなく、認定こども園では、衆議院の選挙のような突発的な解散があるような

場合は、園の行事等のスケジュールとの調整等が、そういったことにも影響が出てくると

いうことでございますので、今後におきましては、まず現在の投票所の場所が今以上にわ

かりやすくご案内できるよう工夫を考え、周知できるよう努めてまいりたいと考えており

ます。また、あわせて、こども園が投票所として大丈夫なのかどうか等々についても協議

は行ってまいりたいと考えております。 

 ２点目でございます。１カ所の投票所を増設した場合のコストでございますが、人件費
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や委託料、備品購入費等を考慮して試算いたしますと、１００万円程度の費用がかかると

いうものでございます。 

 ３点目でございます。高齢化が進む地域や山間部、また交通手段の確保が難しい選挙人

等への投票機会の確保を図るため、一定の場所で投票ができる移動支援における車を利用

しての移動投票所の取り組みについては、一部の地域では導入されているということにつ

いては認識しているところでございます。 

 現在、介護度が高い方で、要介護度が５、または身体障害者手帳等をお持ちの方で一定

の要件に該当される方は、自宅などでの郵便による不在者投票を行うことができます。こ

のような選挙制度の周知はもちろんのこと、移動困難な方の移動支援につきましては、公

職選挙法にのっとった形で運用を行い、他の団体の状況も参考にしながら検討を進めてま

いりたいと思いますので、ご理解のほどよろしくお願い申し上げます。 

議長（杉原 健士議員） 

 三宅議員。 

８番（三宅 良矢議員） 

 ありがとうございます。１点目は以前も同様の回答をいただきました。園のスケジュー

ル調整という面なんですけど、それでいえば、今やってる東忠岡保育所も同じやと思って

ます。公立園であれば重なった行事は仕方ないけど、民間やったらというような理屈に聞

こえてきたりもするんで、もう回答は時間なんでいいんですけど、最後にこの一言だけ。

地元だけにしかよくわからないような、要は旧来の区割りでの投票所設定はそろそろ考え

直していただきたいなと思います。やっぱりよそから、よそと言ったら悪いんですけど、

他町から転居してくる方も多い中で、その新しい方たちのニーズも踏まえて、こういった

今先ほどの回答も踏まえまして、選挙管理委員会とか自治会ですよね。特に投票率がめっ

ちゃ低いところとかに投げかけていただきたいのもありますし、若年層に「何で行かへん

のか」、「議会に魅力がないから」と言われたら僕らの責任ですけど、そんなんを踏まえ

て、今後アンケートなどを実施して、抜本的にちょっと検討していただきたいと思いま

す。よろしくお願いいたします。 

 以上です。ありがとうございました。 

議長（杉原 健士議員） 

 以上で、三宅良矢議員の一般質問を終結いたします。 

 

議長（杉原 健士議員） 

 次に、勝元由佳子議員の発言を許します。勝元議員。 

１０番（勝元由佳子議員） 

 １０番、改革忠岡の勝元です。おくればせながら、先日、１人ですけれども、会派を結

成いたしました。これまで同様、これからも引き続き忠岡町を改革していくという意思を
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そのまま会派の名前にいたしました。引き続き理事者側の皆様には厳しい質問等投げかけ

ていくと思いますけれども、どうぞよろしくお願いいたします。 

 では、早速一般質問をさせていただきます。通告書のほうで、最初の質問、被災時のペ

ット同行避難についてとなっていますが、すみません、順番のほうを変えさせていただい

て、２つ目の本町の発注・契約の問題についての質問を先にさせていただきたいと思いま

す。議長、よろしいでしょうか。 

議長（杉原 健士議員） 

 はい、どうぞ。 

１０番（勝元由佳子議員） 

 日本一小さい町である本町において、発注・契約の際ですね、これまでずっと町内業者

優先ということで業者選定がされてきています。その結果、住民はもちろん議員の間から

も、本町の業者選定の方法に対して疑念の声が絶えることなく、これまでもたびたび議会

の一般質問でも取り上げられてきたところです。そして、業者の決まり方、決め方という

のが、いまだに謎に包まれている部分が多く、ブラックボックスだと言われています。 

 そこで、まず昨年度の実績についてお伺いいたします。昨年度の発注・契約などにおい

て、どのくらい町内業者優先として業者の選定、契約をしたのでしょうか。その件数をお

示しください。なお、対象の案件としましては、協定、その他、契約以外によるものも全

て含むことといたします。また、昨年度の全発注件数を対象にするとかなりの数になっ

て、理事者側からちょっと処理できないというふうに事前にお答えというか、調整いただ

きましたので、対象のほうを公共工事と委託業務、それから備品や消耗品などの物品購入

といったものに絞らせていただくことにします。ご答弁よろしくお願いします。 

町長公室（柏原 憲一公室長） 

 議長。 

議長（杉原 健士議員） 

 柏原公室長。 

町長公室（柏原 憲一公室長） 

 昨年度の発注・契約等において、どのぐらい町内業者優先として業者選定や契約等を行

った件数があったのかということでございますが、建設工事については、指名基準の規定

により入札参加資格名簿に登録がある町内業者を選定しています。しかしながら、それ以

外のものを含め、発注件数等につきましては、全庁的に各課にわたることでございますの

で、今現在、集約等はできていないところでございますので、よろしくお願い申し上げま

す。 

議長（杉原 健士議員） 

 勝元議員。 

１０番（勝元由佳子議員） 
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 ちょっとまだ今集約中ということですので、またわかり次第、書面でご報告のほうをよ

ろしくお願いします。 

 では、次の質問です。これまで私のほうも何度も職員の方に、なぜ町内業者優先なのか

といったことについては何度も理由を聞いたことがあるのですが、いつも返ってくる理由

というのが、まず町内の産業振興と町内の活性化、それから町内での雇用促進ですとい

う、いつも同じ理由なんですね。過去からずっとこの理由をもとに、日本一狭いこの我が

忠岡町で町内業者優先として業者選定を行ってきているわけですから、実際にどの程度、

町内が活性化し、町内での雇用が生まれたのかといったことなど、その説明理由の根拠と

なるデータをお示しください。 

町長公室（柏原 憲一公室長） 

 議長。 

議長（杉原 健士議員） 

 柏原公室長。 

町長公室（柏原 憲一公室長） 

 町内業者育成の観点から町内業者の受注機会の確保に努めることは、町内の産業振興等

の活性化につながるものであると考えますが、ご指摘の実際にどの程度町内の産業が活性

化し、雇用が生まれたかなど、そういったことの根拠となるようなものについては、デー

タ等も含めて、現在把握しておらないところでございます。 

議長（杉原 健士議員） 

 勝元議員。 

１０番（勝元由佳子議員） 

 ありがとうございます。とりあえず、データ、根拠はないということですので、実際、

住民の側からこの町内を見て、活性してます、雇用が生まれてますという、そんなデータ

があるわけないとやっぱり思うのが普通なんですよね。誰がどう見てもこの忠岡町は寂れ

てますし、住民の皆さんの不満にもなってます。役場職員の皆さん方も、それはよく認識

されていることだと思います。実際、議会に上程される議案の説明の際にも、産業の停滞

などによって地域の活性化が低下しているとか、それに対応するのが喫緊の課題だという

説明を担当部署のほうから説明されてますので、当然認識はされているものと思っていま

す。 

 また、雇用促進という部分につきましても、実際、町内の業者さんというのは、大企業

とか大きな雇用の生まれるような企業はありません。むしろ家族、親族でやっているよう

な小さい業者さんがほとんどです。また、町内を見ましても、最近はアジア圏内からの外

国人労働者の方たちが多く居住をされているという現状を見ますと、町内での雇用促進、

町民の雇用ですよね、というよりもむしろ外国人労働者の雇用のほうが促進されているの

ではないかという現状がうかがえます。ですので、やはり住民から見ると、この町内の産



18 

 

業振興、活性化、雇用の創出というのは、事実無根の理由だというふうに見えてしまいま

す。何の根拠、データもなしに偏った業者選定をしているというふうに受け取られても仕

方がないのかなと思います。 

 次に、実際に本町がどのような業者選定方法を行っているかということについて伺って

まいりたいと思います。 

 本町では、公共工事と役務・物品の２つの分野について、指名業者選定基準という規定

を設けていますが、その選定基準の中では、発注額の価格帯ごとに最低何社指名しなけれ

ばならないかという指名業者の数しか規定されていません。私たち住民は、入札に指名参

加させるのに必要な業者の数を知りたいのではないんですね。数百、百単位である入札登

録業者の中から、なぜどういう理由でこの業者が指名業者に選ばれたのかとか、あるいは

比較見積もり、随意契約をするときも、なぜこの業者が絞り込まれて選ばれたのかと、そ

ういう理由を知りたいわけなんですね。 

 そこで、まず公共工事の業者選定の方法についてお伺いいたします。百単位である多数

の登録業者の中からどのようにして業者選定をされているのか、具体的にお答えいただき

たいと思います。ただ、公共工事の業者選定の基準につきましては、価格帯ごとに条件、

縛りが変わってくると思いますので、とりあえず随契の１３０万円以下、１３０万円から

１，０００万円、１，０００万円から１億、１億円以上という区切り、縛りの中でわかる

ように具体的にお答えいただきたいと思います。お願いします。 

議長（杉原 健士議員） 

 柏原公室長。 

町長公室（柏原 憲一公室長） 

 公共工事における業者選定につきましては、本町の建設工事等請負業者指名基準によ

り、入札参加資格名簿の中で１億円未満の工事については町内業者を選定しております。

また、工事に必要な許可業種の種類や、工事の複雑さ等によっては、本町契約規則第３０

条の規定により、設計金額が１，０００万円以上の工事となれば、指名業者選定委員会で

審議し、業者を選定しております。 

 また、一定の額以下の随契等については、登録業者の中から案件ごとに必要な条件をも

とに各原課と総務課が協議の上、決定しているというところでございますので、よろしく

お願い申し上げます。 

１０番（勝元由佳子議員） 

 議長。 

議長（杉原 健士議員） 

 勝元議員。 

１０番（勝元由佳子議員） 

 今、指名業者選定委員会が開催されて、指名業者を選ばれると。１，０００万円以上の
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案件ですけども、というお答えだったんですけども、その選定委員会で実際どういう理

由、条件で、百単位の業者さんの中から規定の、多分１０以下の業者数だと思いますけど

も、そういった一定数の少ない業者に絞り込むのかといった具体的な説明ですね、いただ

きたいというのと、１３０万円から１，０００万円まで、要は選定委員会を開かなくても

いい価格帯ですね。そこの部分になってくると、総務と担当部署との協議でどこを選ぶか

というのを協議して決めてますというのをちょっと以前伺ったんですけども、そのときの

決め方もあわせて伺いたいんですけども、具体的にお願いします。 

町長公室（柏原 憲一公室長） 

 議長。 

議長（杉原 健士議員） 

 柏原公室長。 

町長公室（柏原 憲一公室長） 

 まず、忠岡町の建設工事等指名業者選定委員会に諮る部分については、指名委員会の規

定の中で、第８条の守秘義務、また情報公開条例第６条第１項第４号の規定により、一応

非公開ということにさせていただいておりますので、そこについては答弁を控えさせてい

ただくということでございます。 

 それから、各原課と総務課との協議でございますが、これについては、その案件ごとに

事業の内容によれば、こういったものを扱っている、あるいは専門的に扱っている業者は

どこかとか、そういうようなことを中心に、原課と総務課と調整しているというように聞

いておりますので、よろしくお願い申し上げます。 

議長（杉原 健士議員） 

 勝元議員。 

１０番（勝元由佳子議員） 

 その選定委員会の具体的な内容は、一応条例上の非公開事由に当たるので言えないとい

うことなんですけども、以前ちょっとお伺いしたときに、実際のその選定内容をお伺いし

たんですね。そうしますと、大体、忠岡町の入札業者、登録業者の募集は２年に１回行わ

れてますよね。２年に１回、その募集、登録を新たにし直したときに、大体その１クー

ル、２年の始まりのときに、指名業者選定委員会を開催して、そこでとりあえずこの２年

１クール、町内業者８社と聞いてます。８社を決めて、コンクリートして、大体この８社

でこの２年間１クール行こうかと決めてますと。入札であろうと随契であろうと、この８

社でほぼほぼ行きますと。ただ、１億円を超えると大規模な工事になってきたりとかしま

すし、物によっては金額が低くても、町内業者で請け負えないものがあったりするので、

その場合は町外業者に頼む、発注することもあるけれども、よほどの事情がない限り、こ

の８社で２年１クール、随契にしろ入札にしろ、価格帯にかかわらずいくというふうに聞

いてるんですけども、そういう絞り込みをしてるのではないですか。 
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議長（杉原 健士議員） 

 柏原公室長。 

町長公室（柏原 憲一公室長） 

 今、議員ご質問のとおり、建設工事等につきましては、１億円未満の案件については、

先ほど答弁させていただきましたが、町内業者の中で選定しているというところでござい

ます。 

１０番（勝元由佳子議員） 

 議長。 

議長（杉原 健士議員） 

 勝元議員。 

１０番（勝元由佳子議員） 

 多分３回来てると思うんですけど、ちょっとここの発注のところは具体的にやっぱり理

事者側に説明責任を住民に果たしてもらうという部分もありますので、もうちょっと具体

的にお伺いするのに、もうちょっと質問を続けさせていただきたいんですけども、よろし

いでしょうか。 

議長（杉原 健士議員） 

 はい、わかりました。 

１０番（勝元由佳子議員） 

 すみません。その８社を固定しているというのを伺ってるんですけども、実際に選定委

員会を開いても、実際１，０００万円を超えた案件の場合、この８社でコンクリートされ

てるとかではないんですかね。実際、この８社以外を呼んで、登録業者が百単位ある中で

公平に選んで、町外も町内も関係なく発注している、業者さんを選んでますという、そう

いうことはあるんでしょうか。 

議長（杉原 健士議員） 

 柏原公室長。 

町長公室（柏原 憲一公室長） 

 特段の許可が要るとか、複雑な工事以外については、先ほどから答弁させてもらってる

とおり、その中で指名しているというところでございます。 

議長（杉原 健士議員） 

 勝元議員。 

１０番（勝元由佳子議員） 

 あと、じゃあ選定委員会のほうはこのまま続けてもあれなんで、またちょっと開示請求

するなり、させてもらいます。 

 あと、１３０万から１，０００万円の協議をして決めると、選定委員会を開かない場合

なんですけども、その場合の決めるための条件、選定するための条件というものは、何か
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客観的な基準といいますか、その外部から見えるもの、あるいは漏れた、排除された側の

業者さんも、「ああ、それやったら」というのがわかるような、何かそういうものってあ

るんでしょうか。 

議長（杉原 健士議員） 

 柏原公室長。 

町長公室（柏原 憲一公室長） 

 基本的には、建設工事であれば、先ほどから言ってるように町内業者を優先的に指名し

ておりますので、それ以外の部分については、先ほど答弁させてもらったとおり、いろん

な事業の内容等に応じて、こういう事業であれば、ここが特別な知識を有してますよと

か、あるいは町から非常に近いところにあって、急な突発なことにも対応できますよと

か、そういうようなところを考慮して、原課と調整して決めているところでございます。 

議長（杉原 健士議員） 

 勝元議員。 

１０番（勝元由佳子議員） 

 じゃあ、すみません、その今おっしゃってる決めた経緯というんですかね、今回この案

件はこういう選定基準で、この業者さんにしましたとか、そういうものって、選定委員会

が開かれてないのでやっぱりわからないんですね、住民側からすると。そういった経緯が

わかるものって、何か記録とかとられてますか。記録で残ったりとかしてますか。 

議長（杉原 健士議員） 

 柏原公室長。 

町長公室（柏原 憲一公室長） 

 一定、その原議といいますか、そういった事業伺い等がありますので、その中に個別に

記載があれば、その中に記録が残っているかなと思います。 

議長（杉原 健士議員） 

 内容的にあまり変わりはないんですけど、勝元議員、どうぞ。 

１０番（勝元由佳子議員） 

 ありがとうございます。そしたら、今の件ですけども、とりあえず選定委員会が開かれ

ない部分については、今後、できれば記録に残して、やっぱり開示請求があったときに、

どういう経緯で、どういう候補がいっぱい集まってて、そこからこういう基準で具体的に

選びましたという意思形成過程がわかるように、できれば詳しく記録で残しておいていた

だけたらと思いますし、その客観的にわかる基準をできたら定めていただいたほうがいい

と思います。でないと、やっぱり漏れた業者さんからしても、何で漏れたねんとか、何で

呼んでもらわれへんねんとか、そうなってくると思うんですよね。排除された側の業者さ

んはね。住民からしても、何でそこが選ばれてんねんというところがやっぱりクエスチョ

ンになってくるんで、記録をとって、後で見直し、検証ができるというふうにはしていた
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だきたいということはお願いしておきます。 

 次ですね、同様に役務・物品についてもお伺いします。同じく百単位である多くの登録

業者の中からどのようにして業者選定をしているのか、具体的にまた同様にお聞かせいた

だきたいんですけれども、役務・物品につきましても随意契約の範囲の５０万円以下と、

５０万円から１，０００万円、指名業者選定委員会を開く義務のある１，０００万円以上

と、この価格帯で、すみませんが、お願いします。 

議長（杉原 健士議員） 

 柏原公室長。 

町長公室（柏原 憲一公室長） 

 役務・物品についても、入札参加資格名簿の中から原課と総務課で協議を行った上、案

件ごとに資格要件を決定して、その中から業者を選定するというところでございます。

１，０００万円以上につきましては、指名委員会のほうで決定しておりますので、中身に

ついては非公開となっておりますので、答弁は差し控えさせていただきます。 

 以上です。 

議長（杉原 健士議員） 

 勝元議員。 

１０番（勝元由佳子議員） 

 多分もう公共工事と同じ感じだと思うんですけども、ちょっとこれも同じ質問になりま

すけども、その１，０００万円未満、選定委員会が開かれない部分については、総務と担

当部署との協議で決めるということですけども、そこの部分は公共工事と同じくで客観的

な基準とか、選定するための何か指標というか条件ですね、そういうものが一定あるかな

いかということと、あと選定した経緯がわかる記録をちゃんととられているかとか、そこ

ら辺お答えいただけますでしょうか。 

議長（杉原 健士議員） 

 柏原公室長。 

町長公室（柏原 憲一公室長） 

 先ほどの建設工事等と基本的には同じかと思いますが、その案件ごとに、言ってるよう

に得意な部分とか、あるいはどこどこの業者はこういうパッケージを持ってますよとか、

いろんな案件ごとに整理をして決めているというふうに聞いております。 

 経緯につきましては、先ほど言ったように原議がありますので、その中で一定経過が残

っている部分もあるかと思います。 

 それから、要はその委員会に引っかからない部分での業者の選定に当たっての具体的な

基準等々についてなんですが、そのあたりについては、もうちょっと明確な形でというこ

とでございますので、近隣の市町村も含めて、どのような形で運用されてるかということ

については、調査、研究等させていただきたいというふうに思いますので、ご理解のほど
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よろしくお願い申し上げます。 

議長（杉原 健士議員） 

 勝元議員。 

１０番（勝元由佳子議員） 

 ありがとうございます。多分公共工事と役務・物品も同様の取り扱いで業者選定されて

ると思います。同じですけれども、やっぱり客観的に外部、またその登録業者、ほかの登

録業者から見ても、やっぱり理解、納得できるという客観的な指標というか、基準づくり

というものを、できたら今後していっていただきたいと思います。 

 この役務・物品の、ちょっと１点確認させていただきたいんですけども、たしか役務・

物品のほうというのは、第１希望から第３希望まで、その募集、登録するときに、希望す

る品目を登録していたと思うんですね。で、実際に業者を選ぶときに、どの網でかけるか

なんですけど、第１希望、今からこれを発注しますという品目の第１希望だけの業者でリ

ストアップして、そこから絞っていくのか、それとも第１希望から第３希望まで全部をと

りあえずリスト化して、そこから公募業者を選定していくのか、その第１希望、第２希

望、第３希望とか、その使い方というか、どういうふうにして絞っていくというか、絞り

込みをかけているか、そこら辺をちょっと教えていただきたいんですけど。 

町長公室（柏原 憲一公室長） 

 議長。 

議長（杉原 健士議員） 

 柏原公室長。 

町長公室（柏原 憲一公室長） 

 今、議員おっしゃるとおり、第１希望からずっと希望はあるかと思います。もちろん第

１希望の中から捉えている場合もあるかと思いますが、一定以上、第１希望だけでは業者

数が足らないとか、先ほどから言ってるとおり、例えばシステム関係であれば、こういう

ようなパッケージを持っているところを優先的に行きたいよというのであれば、第１希望

に限らず第２希望、第３希望という中から網をかけて選定している場合もあると思います

ので、そこは案件おのおのごとに原課のほうで適正に判断されているというところでござ

います。 

議長（杉原 健士議員） 

 勝元議員。 

１０番（勝元由佳子議員） 

 ありがとうございます。適宜その第１希望、第３希望というのは選ばれているというこ

とですので。では、仮にこれから発注しようとしている品目で、第１希望で登録してい

る、あるいは第３希望まで登録している業者で例えば絞っても、２０以上のかなりの業者

が出てきたとか、逆に第１希望から第３希望まで全部拾っても１業者しかなかった、２業
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者しかなかった、要は指名基準に最低これだけ要りますよという業者数が足らない場合で

すね。要は極端に候補者数が多い場合と、極端に候補業者数が少ない場合、両方の場合、

どうやって入札、発注してるか、ちょっとここをお答えいただきたいんですが。 

町長公室（柏原 憲一公室長） 

 議長。 

議長（杉原 健士議員） 

 柏原公室長。 

町長公室（柏原 憲一公室長） 

 ちょっと私が把握している中では、極端に少ない場合というのは、今までちょっと把握

してないんでございますので。多い場合ですね、もちろん多い場合は、確かに多いんです

けども、その中から一定さらに原課のほうで適切な条件をかけて、例えば同じ繰り返しに

なりますけども、システムであれば、何かトラブルがあれば、すぐさま対応していただけ

るように、できるだけ、例えばこの大和川以南の業者とか、そういうような適宜必要な網

をかけて一定適正な数に選定しているというふうに考えております。 

議長（杉原 健士議員） 

 勝元議員。 

１０番（勝元由佳子議員） 

 ちょっとすみません、これも３回を超えてます。あと１問だけよろしいでしょうか。 

議長（杉原 健士議員） 

 内容が異なるように。 

１０番（勝元由佳子議員） 

 ありがとうございます。その極端に少ないケース、あまりないとおっしゃってるんです

けど、もし仮にどう絞っても１個しかないとか２個しかないと。これで入札できませんね

という状況になった場合、実際どうされるんですか。もう登録以外から拾ってくるとか、

どこか声をかけるとか、その今ある数だけでやってしまうかとか、そこら辺教えていただ

けますか。規定数に足らない場合です。 

議長（杉原 健士議員） 

 柏原公室長。 

町長公室（柏原 憲一公室長） 

 ちょっと細かい事務になりまして、私、把握しておりませんので、申しわけございませ

んが、答弁を差し控えさせていただきます。 

議長（杉原 健士議員） 

 勝元議員。 

１０番（勝元由佳子議員） 

 ありがとうございます。一応これで一通りお聞きしたんですけども、やっぱり選定委員
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会の中身が全くわからないと、ブラックボックス状態というところがあると思います。選

定委員会を開かない場合についても、その記録もないし、実際今まで開示請求しまして

も、何でこの業者が選ばれてとか、何でこの候補者数社が挙がってきているかというのは

正直書いてなかったりして、わからないんですよね。ですので、そこら辺は今後の改善点

として受けとめていただきたいと思います。 

 次なんですけども、実際この忠岡町のこうした発注のあり方ですよね、今後、改善する

点として、できるだけこの発注の中身がわかるようにしていただきたいというところで、

２点、例えば１点目は何よりも指名業者選定委員会の開示です。現状であれば、開示請求

しても全て黒塗り、いわゆるのり弁の状態で出てくるということは、もう回答をいただい

てます。で、恐らく全部が公開できない情報じゃないと思いますので、そこは早急に開示

する方向で、非公開にする部分は極力最低限にというところで開示していただきたいと思

います。 

 あと、地元業者優先というところですけども、ほかの自治体でも実際やってるところは

あります。あるんです。だけど、忠岡町は基準がさっぱりわからない。何か内々で会議と

かで決めてるというところが、やっぱり外から見ててわからないんですけども、他の自治

体の場合だと、例えば地元業者にはプラス何点、ほかにまた審査項目、条件とか、客観的

に設けた条件で、それぞれの基準をクリアしたら何点プラス、また別の基準をクリアした

ら何点プラスと加算方式にして点数をつけて、で、点数化して、業者をそれぞれＡランク

とかＢランク、Ｃランクというふうにランク分けをして、ある程度住民、外部から説明を

求められたときに、なぜその業者が選ばれたのかという一応一定の説明を果たせるような

システム、制度を取り入れたりもしています。こういった他の自治体の事例も実際ありま

すので、こういう制度を実際に今後取り入れていただきたいと思うんですけども、２点、

選定委員会の開示の部分と、実際の制度自体、点数化するというのも含めて、具体的にそ

の改善、今後導入すべきという部分はいかがでしょうか。 

町長公室（柏原 憲一公室長） 

 議長。 

議長（杉原 健士議員） 

 柏原公室長。 

町長公室（柏原 憲一公室長） 

 １点目は、議事録の公開等でございますが、基本的に町の例えば審議会等においても原

則公開するものであるというようなことになっておりますので、審議等を行った、あるい

は当該事業が完了した時点から、例えばその後、適切な時期に、十分内容も配慮して、そ

のような段階であれば、他の団体の状況も踏まえながら、議事録の公開もしていくとか、

そういったことについては、入札制度全般とあわせて現在検討しているところでございま

すので、よろしくお願いしたいと思います。 
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 それから、そのランクといいますか、そのことなんですが、議員のご質問にあったとお

り、近隣自治体においても、その自治体内で例えばランク分けをして、それから地域要件

を設定して、基本的には一定金額までは当該自治体内の業者を選定してやっているとい

う、そういった背景といいますか、まずそういった状況がございます。そういうような中

で、その契約とか入札制度については、官公需についての中小企業者の受注の確保に関す

る法律や、また、その法律に基づく指針、また一方で、その競争性や公平性などについて

のいわゆる地方自治法とか独占禁止法などのそういった法律との整合性も図る必要がある

中、先ほど前段に言いましたが、いろんな近隣の状況ですね、その社会環境ですとか構造

とか経済情勢とか、いろんな社会的な必要性というようなことからも、そういった影響も

考慮する必要があることから、我々としては過度にならず、バランスをとるということが

一定重要であるということは認識してるところでございます。 

 そういったことから、現状について検証を行い、改善等の必要性があるかどうかについ

ては、これから調査、研究ということについては、していく必要があるということについ

ては認識しておりますので、ご理解のほどよろしくお願い申し上げます。 

議長（杉原 健士議員） 

 勝元議員。 

１０番（勝元由佳子議員） 

 ありがとうございます。その新しいやり方を導入するというのは今すぐできないと思い

ますので、これは今後、検討していっていただけたらと思います。情報の開示については

予算措置も要りませんし、すぐにでもできることです。 

 逆に、私、いつも開示請求してますんで、仮にきょうでもあしたでも開示請求します。

当然今の段階だと、まだ何も決まってないので、黒塗りで多分出てきますよね、のり弁状

態で。ですよね。出てきたとして、一部でもちょっと出てきたとしても、恐らく不服申し

立て、いつものとおりやると思います。そしたら、情報公開審査会が開かれますよね。そ

こで、やっぱり第三者の弁護士とか、大学の教授の先生とか、委員の先生に見てもらっ

て、やっぱり忠岡町さん、これ出さなあかんで、公開すべきですよという答申が出た場

合、そこは出していただけるということでよろしいんですか。 

町長公室（柏原 憲一公室長） 

 議長。 

議長（杉原 健士議員） 

 柏原公室長。 

町長公室（柏原 憲一公室長） 

 あくまでも今現在は非公開と決めておりますので、そういった答申が出た場合、その答

申の内容を見せていただいて、そのときに判断させていただきたいと思います。 

議長（杉原 健士議員） 
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 答弁をもって、勝元議員の一般質問を終了させていただきます。 

 

議長（杉原 健士議員） 

 次に、小島みゆき議員の発言を許します。小島議員。 

４番（小島みゆき議員） 

 ４番、公明党の小島みゆきです。一般質問させていただきます。 

 野良猫対策について、野良猫が庭に入ってきて、悪さやふん尿をしたり、また鳴き声で

困っているという声を聞いています。住民の方は、庭などに入ってこないように、水を入

れたペットボトルを置いたり水をまいたり、いろいろと努力をされていますが、町として

はどのようにお考えでしょうか。町としての取り組みをお聞かせください。 

議長（杉原 健士議員） 

 軒野部長。 

住民部（軒野 成司部長） 

 ご答弁させていただきます。 

 近年、ペットブームにより犬や猫などが急増している一方、飼い主が亡くなるなどペッ

トを放置されるケースもございます。本町におきましては、ふん尿被害や発情期の鳴き声

による騒音、ごみあさり、餌あげなど野良猫に関する相談が多数あると認識しており、地

域における問題の１つと考えてございます。 

 具体的な対策といたしましては、その部分についてご指摘いただいた部分、お電話の相

談等々ある部分については回答させていただいてるような現状でございます。 

議長（杉原 健士議員） 

 小島議員。 

４番（小島みゆき議員） 

 近隣地域では、動物愛護の取り組みから、動物基金の取り組みや無料の避妊手術チケッ

トを推進していると聞いていますが、町としてはいかがでしょうか。 

議長（杉原 健士議員） 

 軒野部長。 

住民部（軒野 成司部長） 

 そのことにつきましても、我々も近隣市町村で対応されている情報をつかんでございま

す。避妊に対して、避妊、去勢に対しての補助金を大阪府内でも出されている市町村が、

市で１８団体、町村で２団体、計２０。また、２団体は、以前はやっておりましたが、財

政難でやめられてるところもございます。 

 先ほど議員ご指摘の、無料でそういうふうな動物愛護基金であるとか、そういう基金を

使って無料で避妊手術をされている団体もあると。それを使ってやられている市町村もあ

るという情報もつかんでございます。また、その団体に対して内容を聞いたりというよう
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な形で、担当部署のほうでいろいろ情報をつかんでいるところでございますが、今の状況

であれば、要はそれも役所だけじゃなしに、地域猫であるとか、地域全体でその問題を対

応していっていただけないと、なかなか前に進まないというような情報もインターネット

等では出てございます。ですので、役所並びに地域で、もう１つ言うと、獣医師会である

とか、そういうところのご協力をいただいて推進していかなければならないというように

考えてございます。 

 まだ忠岡町に対しては、その情報を収集して、どういう形の部分が一番ベターであるん

かなというような協議しているような状況でございますので、ご理解いただきたいと思い

ます。 

議長（杉原 健士議員） 

 小島議員。 

４番（小島みゆき議員） 

 団体とかだけではなくても、個人的にも無料チケットなどを取り入れている近隣の市も

ありますが、個人的にとかいう感じの分はいかがでしょうか。 

議長（杉原 健士議員） 

 軒野部長。 

住民部（軒野 成司部長） 

 先ほども申し上げたとおり、そこまで至ってないような状況でございます。今後、その

ような形の部分についても調査、研究させていただきたいと考えてございますので、ひと

つよろしくお願いいたします。 

議長（杉原 健士議員） 

 小島議員。 

４番（小島みゆき議員） 

 どうしても動物が好きな人にとっては、ほんとは放っておかないといけないというふう

に思っていても無視できないようで、いけないこととはわかっていても、やはり餌を与え

てしまったりもしてしまいます。近隣ともめることにもなっています。野良猫を地域猫と

してやっているところも、先ほども言っていただいたんですけども、ございます。どうに

か、人にとっても猫にとってもいい方向に行けるように考えていかないといけないと思い

ますが、よろしくお願いいたします。いかがでしょうか。 

議長（杉原 健士議員） 

 最後に、どうぞ。 

住民部（軒野 成司部長） 

 先ほども申し上げたとおり、調査、研究させていただきたいと考えてございますので、

ひとつよろしくお願いいたします。 

議長（杉原 健士議員） 
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 小島議員。 

４番（小島みゆき議員） 

 人間の勝手な行動で野良になってしまっている猫もたくさんいると思いますので、いい

方向に向けて今後ともよろしくお願いいたします。 

 次の質問に入らせていただきます。子どものＳＮＳについて質問させていただきます。 

 子どもに対して今、会員制交流サイト、ＳＮＳをきっかけにした誘拐事件が起こってい

ますが、親や友達に言えないことをＳＮＳなどでは話せたりするのだそうです。親御さん

も気をつけておられると思いますが、町としてはどのようにお考えでしょうか。 

教育部（石本 秀樹理事兼学校教育課長） 

 議長。 

議長（杉原 健士議員） 

 石本理事。 

教育部（石本 秀樹理事兼学校教育課長） 

 先般の大阪市内在住の児童に係る事件を含め、議員お示しのＳＮＳに起因するさまざま

な事件が報道されております。ＳＮＳは、使い方いかんにより犯罪に巻き込まれ、重篤な

被害に遭う可能性があるものと認識しております。ＳＮＳの利用等につきましては、スマ

ホ等を購入されるご家庭による事前、事後の指導が何よりも肝要なものと認識しておりま

す。 

 町教育委員会としましても、国や府の資料等を活用し、指導や啓発を行っております。

また、各学校におきましても、警察や少年サポートセンター等の外部講師を招いての講演

会や非行防止教室等を実施し、子どもたちへの啓発と被害の未然防止に努めております。

ご理解のほどよろしくお願いいたします。 

議長（杉原 健士議員） 

 小島議員。 

４番（小島みゆき議員） 

 私自身もわからないことが多いので、怖いと思ったりしますが、今の子どもたちは、知

らない人とダイレクトメールをやりとりしたり会ったりすることに抵抗がないという調査

結果も出ているようです。しかし、警察庁の調べでは、２００８年は７２９人が、昨年度

は１，８１１人の未成年への児童買春や誘拐などの犯罪の被害が出ているそうです。子ど

もさんたちは、今どれぐらいの方がスマホを持っているんでしょうか。年齢別、もしくは

小学校低学年、高学年、中学校と、学年別でわかりますでしょうか。 

議長（杉原 健士議員） 

 石本理事。 

教育部（石本 秀樹理事兼学校教育課長） 

 子どもたちのスマホ等の所持についてでございますが、正確な数値については教育委員



30 

 

会としては把握しておりませんが、相当数が所持しているものと思われます。 

議長（杉原 健士議員） 

 小島議員。 

４番（小島みゆき議員） 

 面識もなく、知らない人などにネットは告白しやすい場所であり、ネットでやりとりを

したら友人となりつながってしまう。知らない人ではなく、知ってる人になってしまいま

す。家でほのめかしたつぶやきで、「家に来ない？」と言われ、簡単に会いに行ってしま

う。本当に怖いことだと思います。外国では、子どもになりすましての乱暴な事件も起こ

っていて、ＳＮＳ側も対策をとるような流れにとの運動が起こっているとマスコミで取り

上げていました。我が国でも期待したいと思います。 

 大切な子どもたちを守るため、こういう事件があったときにこそ、こんな使い方をした

らこういうリスクがあるよと警戒心を持ってもらえるよう対策をしていただきたいと思い

ます。家庭はもとより学校教育の場などあらゆる機会を使って、親子ともに学んでいただ

ける場も設けていただけたらと思いますが、いかがでしょうか。 

議長（杉原 健士議員） 

 石本理事。 

教育部（石本 秀樹理事兼学校教育課長） 

 ご家庭との連携が何よりも肝要と認識しておりますので、本町ＰＴＡ協議会とも連携を

して、引き続き指導や啓発のほうを行ってまいりたいと思いますので、よろしくお願いい

たします。 

議長（杉原 健士議員） 

 小島議員。 

４番（小島みゆき議員） 

 公明党としても、政府に対し関係省庁や民間の協力を得ながら、健全で効果的な対応策

を検討してもらいたいと訴えています。ＳＮＳを通じた犯罪から子どもたちをどう守る

か、町としてもとにかく子どもたちを危険から守るよう努力をお願いいたします。 

 次に、防災について質問させていただきます。 

 最近は、かつてない台風や雨、想定外と言われるようなことがどこで起こるかわからな

い状況です。昨年は、忠岡町も台風２１号の被害が出て大変でしたが、ことし１０月の台

風１９号では、鉄道橋梁が崩落したり、長野新幹線の車両センターが水没したり、７河川

で１２カ所の堤防が決壊、７１の河川で氾濫し、そのうち４３河川は浸水想定範囲には想

定されてなかったそうです。以前には、忠岡町でもあと１０センチほどで氾濫しそうなと

きもありましたが、町としてはどのようにお考えでしょうか。 

町長公室（柏原 憲一公室長） 

 議長。 
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議長（杉原 健士議員） 

 柏原公室長。 

町長公室（柏原 憲一公室長） 

 本年１０月の台風１９号では、１都１２県で大雨特別警報が発令され、千曲川や入間川

流域など河川の氾濫等により亡くなられた方や、現在も避難生活を余儀なくされている方

もおられるなど、関東甲信地方に甚大な被害が発生いたしました。近年の気象状況を考え

ると、いつどこで大規模な災害が発生しても不思議でない状況になりつつあると考えられ

ます。 

 本町では、牛滝川、それから槇尾川、これらが合流する大津川が流れており、１時間当

たり１０４ミリという２００年に一度の大雨により、河川が氾濫した場合についての浸水

想定をしており、防災ガイドマップとして住民の皆様に周知しているところでございま

す。 

 また、河川管理者である大阪府では、河川や砂防施設の状況を把握するため、定期点検

や必要に応じて緊急点検を実施しており、毎年１月には大阪府とそれから本町の建設課、

また消防署とが合同で本町区域内の河川全体について徒歩による点検を実施し、点検での

指摘事項については、補修を行うなどの対策が講じられているところでございます。 

 引き続き、住民の皆様に対しましては、広報紙等を通じて、災害に対しての各種啓発や

情報伝達手段の充実に向けた検討を進めるとともに、引き続き大阪府にも適切な河川管理

が実施されるよう要望してまいりたいと考えておりますので、よろしくお願い申し上げま

す。 

議長（杉原 健士議員） 

 小島議員。 

４番（小島みゆき議員） 

 よろしくお願いいたします。また、水害だけではないんですが、災害が起きたとき、特

に高齢者の方からは、足が悪く逃げるのが大変、どこに行けばいいのかわからない、放送

が聞き取りにくいというお声も聞いています。町としてはどのようにお考えでしょうか。 

町長公室（柏原 憲一公室長） 

 議長。 

議長（杉原 健士議員） 

 柏原公室長。 

町長公室（柏原 憲一公室長） 

 水位の上昇とか、あるいは河川の氾濫など危険な事象が発生することが予想される場合

には、速やかに避難行動ができるよう迅速な情報の提供や、情報伝達手段の多重化に引き

続き努めるとともに、住民皆様が安全・安心に暮らせるよう、避難場所の周知や災害に対

する心構えなど各種啓発活動に、これらの点についても引き続き取り組みを進めてまいり
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たいと考えておりますので、ご理解のほどよろしくお願い申し上げます。 

議長（杉原 健士議員） 

 小島議員。 

４番（小島みゆき議員） 

 やはり避難場所、ほんとにわかりにくいというお声が特に多いので、目立つように看板

とか矢印とか、ほんとにふだん歩いててもわかるようにしていただきたいと思います。中

には、いろいろ考えて夜も眠れないと言われる方もいらっしゃいます。住民の皆様が安心

して暮らしていけるよう、今後とも防災、減災対策をよろしくお願いいたします。 

 以上で、一般質問を終わります。ありがとうございました。 

議長（杉原 健士議員） 

 以上で、小島みゆき議員の一般質問を終結いたします。 

 

議長（杉原 健士議員） 

 次に、北村孝議員の発言を許します。 

３番（北村 孝議員） 

 議長。 

議長（杉原 健士議員） 

 北村議員。 

３番（北村 孝議員） 

 ３番、公明党の北村でございます。ただいまより一般質問をさせていただきます。 

 子育て支援についてであります。子宝に恵まれたと喜んでいたはずが、妊娠中や出産後

に不安や悩みに襲われ、誰にも相談できないまま１人で苦しみ続ける、こうした女性に救

いの手を差し伸べたい。妊娠中または出産後１年未満に自殺した女性が、２０１５年から

１６年の２年間で１０２人に上ったとの調査結果を、国立成育医療研究センターなどでつ

くる厚生労働省の研究班が公表しています。全国的な妊産婦の自殺数が判明したのは初め

てであります。 

 注目すべきは、大半が出産後だったことであります。大きな要因として、産後鬱が考え

られています。産後鬱は、育児への不安や生活環境の変化に伴うストレス、出産後のホル

モンバランスの変化などによって起きるとされ、出産した母親の約１割が発病するとい

う、核家族や地域社会とのかかわりの希薄なども関係していると指摘されています。 

 頼りになる相談相手が身近におらず、夫のサポートも得にくい中で、次第に追い詰めら

れていく母親は少なくありません。しっかりとキャッチし、心身両面から支えていく体制

づくりを急ぐ必要があるのではないでしょうか。育児の悩みを聞いてもらえるだけでも、

母親にとっては心強く感じるのではないでしょうか。 

 こういったことからも、産後鬱予防や重症化の防止に産後ケア事業の実施をされてはと
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考えますが、ご答弁を願います。 

議長（杉原 健士議員） 

 東部長。 

健康福祉部（東 祥子部長） 

 近年は核家族化し、親等の親族から離れたところで妊娠・出産することや、さまざまな

事情を抱え、親に頼れない妊産婦が少なからずおられます。妊娠・出産期から子育て期ま

での切れ目のない支援が必要であり、地域でさまざまな関係機関が支援し、孤立を防ぐこ

とが重要であると認識しております。 

 議員仰せのとおり、産後間もない時期に家族等から育児の援助が受けられない産婦及び

その子で、心身の不調または育児不安があるなど支援が必要な母子を対象に、現在、訪問

型として助産師等の看護職が中心となり、利用者の居宅に訪問して、母親の心身のケアや

育児サポートをし、産後も安心して子育てができる支援体制の確保を図ることを目的とし

た議員仰せの産後ケア事業を実施に向けて、現在、本町も検討しているところではござい

ますが、財政負担がございますので、財政当局と調整を図ってまいりたいと考えておりま

す。 

 また、他市が行っております宿泊型や日帰り型は、本町におきましては受け入れをお願

いする医療機関等がございませんので、近隣の医療機関との協議となってまいります。ま

ずは、訪問型から実施に向けて検討しているところでございますので、ご理解のほどよろ

しくお願いいたします。 

３番（北村 孝議員） 

 はい。 

議長（杉原 健士議員） 

 北村議員。 

３番（北村 孝議員） 

 今、部長のほうから答弁がありましたように、いろんな類型といいますか、産後ケア事

業の中にあります。それは自治体によっていろいろと実施されている分は違うと思います

けども、まずできるところから、訪問というところのこともおっしゃってましたけども、

しっかりその辺を進めていっていただきたいと思います。 

 近隣市でもかなりこの事業というのは、泉大津さんでも和泉市さんでも多くの自治体が

実施されております。ちょっと資料は古いんですけども、全国的に見ましても、２０１８

年度ではありますが、全市町村の３８％に当たる６６７自治体が実施しているということ

で、それから１年たちますと、かなりその間にも実施している市町村はあるのではないか

と拝察します。 

 昨日、全国でさらに普及させるために、事業の実施を市町村の努力義務とする改正母子

保健法、いわゆる産後ケアが１１月２９日、参院本会議で全会一致で可決、成立しており
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ます。２年以内に施行されると伺っております。改正法では、出産後１年以内の母子を対

象に心身の状態に応じた保健指導や、療養に伴う世話、育児相談などを行うものと規定さ

れていると。こういった法律に規定するということは画期的なことでありまして、孤立さ

せない体制、私は１人ではないとの思いが支えになることを強調しておきます。こういっ

たことでもう一度ご答弁、私の今、１１月２９日にこの法律が改正されたということで、

この点について、今後どういうふうな形でさらに取り組んでいくのか、よろしくお願いし

ます。 

議長（杉原 健士議員） 

 東部長。 

健康福祉部（東 祥子部長） 

 ただいま議員仰せの母子保健法上に位置づけられたということは、本町のほうも把握は

しております。この事業につきましても、２年後に向けまして制定ということで、２年以

内で制定され、本町としては、その努力義務を位置づけられたというところでございま

す。 

 本町については、まずは健やか赤ちゃん訪問というところで、出産後のお母さんに必ず

一度は今現在訪問させていただいてる状況でございます。この国が法制化するというとこ

ろもございますので、産後ケア事業に向けましては積極的に取り入れていただけるよう、

財政当局とも調整してまいり、取り入れる方向で努力してまいりたいと思いますので、よ

ろしくご理解のほどお願い申し上げます。 

３番（北村 孝議員） 

 議長。 

議長（杉原 健士議員） 

 北村議員。 

３番（北村 孝議員） 

 ありがとうございます。早くから言われてます少子・高齢化、高齢化社会、そして人口

減少化の中にあって、こういった子育てについては、生まれたときからこういったお母さ

んのケアから、また乳幼児のそういったところの手だてというのが非常に大事かと思いま

す。しっかりとそういったところにも歯どめがかかるような形で、安心して子どもを育て

られる環境づくりに努めていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 続いての質問でありますが、これについては、私ちょっと記憶が薄れてまして、質問を

出した後に原課のほうで、これは以前、同僚議員が質問もされておりますと。そして、平

成２８年に大阪府で条例制定されているとのことでありますので、町もそれに準ずるとい

うことでありますので、この質問について割愛させていただきまして、私の質問は終わり

ます。 

議長（杉原 健士議員） 
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 以上で、北村議員の一般質問を終結いたします。 

 

議長（杉原 健士議員） 

 次に、二家本英生議員の発言を許します。 

５番（二家本英生議員） 

 議長。 

議長（杉原 健士議員） 

 二家本議員。 

５番（二家本英生議員） 

 ５番、日本共産党、二家本英生です。一般通告に基づき、質問いたします。 

 まず最初の質問は、来年度の少人数学級の導入についてです。少人数学級編制、いわゆ

る３５人学級については、２０１１年３月に国会において全会一致で法律に盛り込まれ、

小学校１年生を３５人学級に、附則で小学校２年を３５人学級にするだけの予算がつき、

その後、順次拡充されるはずでした。 

 ところが、安倍政権になり、２０１３年、２０１４年も３５人学級の動きがとまり、２

０１５年の予算編成では、小学校１年も４０人学級に戻せという議論が起き、文部科学省

の概算要求ですら見送るという非常事態になっています。大阪府も国の法律にのっとり小

学校２年生までの３５人学級を採用しています。 

 忠岡町では、昨年までは国や府の基準に従い、小学校２年生までの３５人学級を導入し

ていました。６月の定例会において、少人数学級編制についての質問をいたしました。そ

のときの回答が、１学級の通常学級在籍児童と支援学級在籍児童の合計が４１人以上とな

った際、非常勤講師を配置して少人数学級編制を実施するための予算を計上いたしており

ます。次年度につきましても予算を計上する予定とのことでした。支援学級の在籍児童数

を通常学級の在籍児童数に加えること、いわゆるダブルカウントを採用することで、町独

自の少人数学級の実現に向けて一歩を踏み出したと理解しています。 

 まず、現状の確認にはなりますが、ことしの１１月現在の児童数が来年度そのまま進級

した場合、６月の一般質問の回答で示された条件で対象になる学年はございますか。回答

のほどよろしくお願いいたします。 

議長（杉原 健士議員） 

 石本理事。 

教育部（石本 秀樹理事兼学校教育課長） 

 今現在では、対象の学年はございます。 

議長（杉原 健士議員） 

 二家本議員。 

５番（二家本英生議員） 
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 回答ありがとうございます。恐らく先ほどの対象というのは、東忠岡小学校の第２学年

ですね、こちらのほうが対象クラスになり、非常勤講師を手配していただく予定だと思わ

れます。 

 現在のところ、今年度同様の予算を計上していただけるということを確認できましたの

で、少人数学級の導入につきましては、教員が児童一人一人としっかり向き合い、きめ細

やかな対応をする上で大切な施策となります。来年度より小学校では、３年生以上で外国

語活動や外国語の授業時数が年３０時数もふえます。ただでさえ会議や放課後の活動など

煩雑な業務がある中、さらに外国語の授業準備に追われます。そうなると、子どもとの接

する時間がさらに少なくなり、ＳＯＳを発信している子どもたちを発見できなくなり、そ

れが学級崩壊やいじめにつながる原因の１つとなっています。 

 その中で、忠岡町では、先ほどの回答で今年度に引き続き来年度も少人数学級の予算を

要求されるとのご回答をいただきました。来年度から少人数学級の編制のための非常勤講

師を配置していただくと、人数に変更がない限り、また、国や府の加配制度等の制度が変

更しない限り、最低でも４年間、非常勤講師を配置することになります。その後も同じよ

うな状況が考えられます。今後、町独自として少人数学級の条例の制定を検討していただ

くお考えはございませんでしょうか。ご回答のほどよろしくお願いいたします。 

議長（杉原 健士議員） 

 石本理事。 

教育部（石本 秀樹理事兼学校教育課長） 

 特に条例等については考えておりません。 

５番（二家本英生議員） 

 議長。 

議長（杉原 健士議員） 

 二家本議員。 

５番（二家本英生議員） 

 条例等は考えてないということですので、そういうことでありましたら、今後恐らく単

年ごとの検討になると思いますけども、できましたら条例できっちり決めていただいて、

今後の教育現場における環境づくりを整えていただきたいと思います。 

 次に、少人数学級が実現となった場合に、非常勤講師を配置することとなります。昨今

の教員のなり手不足が問題となっており、募集をしてもなかなか応募がないことも聞いて

おります。せっかく少人数学級の実現に向けて動き出しましたが、その担任の教員がいな

いとなると問題になってきます。今年度、実現にはならなかったんですが、予算計上をさ

れていました。今年度の非常勤講師の採用計画はどのような過程で行ったか、ご回答をお

願いいたします。 

議長（杉原 健士議員） 
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 石本理事。 

教育部（石本 秀樹理事兼学校教育課長） 

 非常勤講師の配置についてのご質問でございますが、現状では常勤講師、いわゆるフル

タイムの講師の確保につきましても非常に厳しい状況がございます。とりわけ時数が限ら

れた非常勤講師の配置につきましては、勤務形態や所有免許等条件に合う講師を見つける

必要があり、一層困難なところではございますが、町教育委員会としましても講師の確保

に向け最大限の努力をしてまいりますので、ご理解のほどどうぞよろしくお願いいたしま

す。 

議長（杉原 健士議員） 

 二家本議員。 

５番（二家本英生議員） 

 ご回答ありがとうございます。少人数学級で学級数はふやしたものの、年度初めに担任

の手配ができないとなれば、せっかくの少人数学級の意味がなくなってくると思われま

す。また、年度当初には間に合わず、中途で採用された場合となると、担任が変更となる

と、やはりその中で児童が不安を感じることもございます。児童や保護者に不安を与える

ようなことにならないように、しっかりとした採用計画を立てていただきたいと思いま

す。 

 現時点で構わないんですが、採用方式に向けて対策の方法がもしあれば、何か教えてい

ただくことは可能でしょうか。また、これから採用について検討するのであれば、検討結

果を期限を決めて報告していただきたいと思いますが、その点に関してもご回答をお願い

いたします。 

議長（杉原 健士議員） 

 石本理事。 

教育部（石本 秀樹理事兼学校教育課長） 

 講師の確保に向けましては、もちろん最大限努力のほうをさせていただきますが、この

事業を実施できるかどうかは、転出入の問題もございますので、ちょっとそのご報告のほ

うは時期的に難しいと考えますので、ご理解のほどよろしくお願いいたします。 

５番（二家本英生議員） 

 議長。 

議長（杉原 健士議員） 

 二家本議員。 

５番（二家本英生議員） 

 どうしても人が動いてくるということなので、なかなかこういう計画というのは立てに

くいものなんですけども、やはり先ほども伝えましたけども、新年度になって担任の先生

がいてないという事態だけはできるだけ避けていただきたいと思いますので、よろしくお
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願いいたします。 

 以上で、来年度の少人数学級についての質問は終わらせていただきたいと思います。 

 続きまして、忠岡小学校のトイレのない校舎についての質問に移りたいと思いますが、

その前に一般通告で提出した質問の順番なんですけども、②と③の順序を入れかえたいの

ですが、議長の許可をいただきたいですが、いかがでしょうか。 

議長（杉原 健士議員） 

 はい、どうぞよろしいです。 

５番（二家本英生議員） 

 ありがとうございます。学校のトイレの問題なんですけども、学校のトイレは昔から、

汚い、臭い、恥ずかしいなどといった印象を持つ児童が多くいます。そのことによって排

せつを我慢することや、冷やかしやからかいの原因になることもあります。また、ほとん

どの家庭では洋式トイレが主流になっている中、学校のトイレはまだ和式トイレが一部残

り、慣れない環境で排せつすることを嫌がる児童もございます。 

 トイレの関連企業７社が結成した学校のトイレ研究会の２０１８年にとったアンケート

の中で、「学校で児童・生徒のために施設改善が必要と思われる場所は」というアンケー

トで、その中で１位はトイレが６５％となっています。実際、教室に置くパソコンや電子

黒板などは４０％となって２位となっており、やはりトイレの改善が一番必要だというこ

とがうかがわれます。 

 また、その中での医師に対してのアンケートもあり、「トイレの我慢が健康に悪影響を

及ぼすことがあると思いますか」という問いのアンケートでも、９４％の方が「ある」

と。残り６％も「たまにある」と回答し、「ない」とか「ほとんどない」というのが０％

という結果でした。 

 そういう結果を踏まえ、１０月７日に忠岡小学校、東忠岡小学校のトイレの現状につい

て、教育委員会並びに両学校のご協力のもと、視察と調査をいたしました。ほとんどのト

イレについては、校舎内にトイレがあり、また洋式トイレを導入していましたが、忠岡小

学校の旧校舎にはトイレがなく、旧校舎の児童は一番近く、和式トイレしかない屋外トイ

レで排せつをしています。また、屋外トイレでは、児童たちからハチやアブなどの虫が入

ってきたり、衛生的にあまりよくなくて、嫌がる児童もいます。その児童たちは、少し遠

くにはなりますが、新校舎まで移動して排せつをしています。 

 また、先日も報道されましたが、女子トイレにカメラを設置するといった事件が報道さ

れていました。屋外でのトイレは、校舎内のトイレよりも防犯上のリスクも増大します。 

 そこで、ご質問いたします。防犯に対しまして万全の対策をされていると思いますが、

忠岡小学校の体育館横の屋外トイレについて、現在はどのような防犯対策をしていらっし

ゃいますでしょうか、ご回答よろしくお願いします。 

教育部（立花 武彦部長） 
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 議長。 

議長（杉原 健士議員） 

 立花部長。 

教育部（立花 武彦部長） 

 小学校の防犯体制につきましては、登下校時には１名の来訪者受付員を校門に配置し、

子どもたちを見守っております。それ以外の時間帯につきましては、門は閉めており、ま

た、毎日教職員が定時に校内の巡回を行っており、異常があれば速やかに対応できる体制

づくりを確保しております。 

 また、不審者侵入対策のため、マニュアルをもとに年に１回、全校児童を対象に防犯訓

練を実施しております。さらに、見通しの悪かったブロック塀についても撤去を行い、見

通しのきく縦格子に変更しており、外からの視線があることから犯罪抑止にもなってお

り、さらに安全性は高まっているものと考えております。 

５番（二家本英生議員） 

 議長。 

議長（杉原 健士議員） 

 二家本議員。 

５番（二家本英生議員） 

 ありがとうございます。さまざまな防犯対策をしていただいてまして、学校の安全・安

心を守るために、日々、警備員の方や教職員の方が努力なさっているのは感謝いたしま

す。また、できましたら今後、不審者等が入ってこないとか、防犯になるような形で、防

犯カメラの設置とかもしていただけたらと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 そういう形で警備等を行っていただいておりますが、本来であれば、やはり鍵のかけら

れた校舎内にトイレを設置することが、本当の意味での防犯強化となります。２０１３年

に忠岡中学校で、単独工事ではないもののトイレがなかった北校舎に、空き教室を改装し

トイレを設置した実績がございます。その当時のトイレの改修工事の費用並びに国からの

補助金、そしてそこに設置した便器の数をご回答お願いいたします。 

教育部（立花 武彦部長） 

 議長。 

議長（杉原 健士議員） 

 立花部長。 

教育部（立花 武彦部長） 

 平成２４年に中学校のほうは改修しておりまして、事業費につきましては２，２８４万

３，０００円。トイレの改修箇所でございますが、１階が身障者用トイレ、男子トイレが

大便器３カ所、小便器５カ所、女子トイレが７カ所。２階が男子トイレ、大が４カ所、小

が６カ所、女子トイレが９カ所でございます。 
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５番（二家本英生議員） 

 議長。 

議長（杉原 健士議員） 

 二家本議員。 

５番（二家本英生議員） 

 ありがとうございます。その際、国の補助金というのは概算でどれぐらいついたかとい

うのはわかりますでしょうか。 

教育部（立花 武彦部長） 

 議長。 

議長（杉原 健士議員） 

 立花部長。 

教育部（立花 武彦部長） 

 うち交付金が７６９万円でございます。 

５番（二家本英生議員） 

 議長。 

議長（杉原 健士議員） 

 二家本議員。 

５番（二家本英生議員） 

 ありがとうございます。この国の補助もあり、差し引きすると１，５１５万３，０００

円の費用負担ということになります。当時は、中学校の北校舎の、先ほどもありましたけ

ども、耐震化工事が主体工事で、その中にトイレの設置工事も行ったため、国からの補助

もあったと伺っております。忠岡小学校の旧校舎で同様の改修工事をする場合は、規模も

小さくなり、中学校での工事ほど費用がかからないと思われます。ただ、中学校の工事で

は、今回は国の補助制度が受けられましたが、忠岡小学校の旧校舎で中学校と同様の校舎

内にトイレを設置する工事をした場合、国の補助金制度を受けることは可能でしょうか。

ご回答お願いいたします。 

教育部（立花 武彦部長） 

 議長。 

議長（杉原 健士議員） 

 立花部長。 

教育部（立花 武彦部長） 

 トイレの環境改善を図るため、建築費が４００万円以上の和式から洋式トイレへの改修

工事は、学校施設環境改善交付金の対象にはなります。交付率につきましては３分の１で

ございます。 

５番（二家本英生議員） 
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 議長。 

議長（杉原 健士議員） 

 二家本議員。 

５番（二家本英生議員） 

 質問回数が多く、３回してるんですけど、もう１回だけよろしいでしょうか。 

議長（杉原 健士議員） 

 はい、どうぞ。 

５番（二家本英生議員） 

 ありがとうございます。そういう補助金制度もございますので、最大限活用していただ

きたいと思います。また、学校は児童たちが１日の中で３分の１を過ごすところでありま

すので、毎日の学校生活を楽しんでもらうため、トイレの環境整備を早急にして、少しで

もストレスを感じないよりよい教育現場をつくっていただきたいのですが、忠岡小学校の

旧校舎のトイレ設置について、改修の検討をしていただくことは可能でしょうか、ご回答

お願いいたします。 

教育部（立花 武彦部長） 

 議長。 

議長（杉原 健士議員） 

 立花部長。 

教育部（立花 武彦部長） 

 旧校舎につきましては、現状、校舎内にトイレがない状態であります。現状の校舎内へ

トイレを設置することとなりますと、新たに配管などの整備が必要となってくることか

ら、莫大な経費が必要となります。今後、児童数の推移などクラス数の減少の可能性を勘

案した場合、児童の生活の場である学級の配置などを総合的に判断する中で、校舎の利用

の仕方についても検討する必要があると考えております。 

 そのような現状に鑑みますと、現時点において校舎内にトイレを配置することについて

は非常に難しいものと考えておりますので、ご理解のほどよろしくお願いいたします。 

５番（二家本英生議員） 

 議長。 

議長（杉原 健士議員） 

 二家本議員。 

５番（二家本英生議員） 

 校舎内にトイレがあるのが、先ほども言いましたけど、防犯上、また子どもの生活する

上にも一番大事なところであるので、ぜひとも、予算はかかると思いますけども、やって

いただきたいと思います。 

 そういう大規模改修は今後検討が難しいのであれば、忠岡中学校や東忠岡中学校との差
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を解消するため、和式トイレしかない体育館横の北館のトイレと体育館内のトイレに洋式

トイレを導入していただきたいと思います。この２つのトイレは、学校の児童も当然のこ

とながら使用しますが、休日や夜間にも地域の活動の場としてグラウンドや体育館を使用

しています。地域の公的施設としての役割も踏まえて、この２つのトイレの整備は必要か

と思いますが、町としてどのような考えをお持ちでしょうか、ご回答をお願いいたしま

す。 

教育部（立花 武彦部長） 

 議長。 

議長（杉原 健士議員） 

 立花部長。 

教育部（立花 武彦部長） 

 私ども、トイレの洋式化の必要性は十分に認識しております。体育館また北トイレにつ

きましては洋式トイレがない状態でありますので、年次的に整備できるよう予算要望して

いるところでございますので、ご理解のほどよろしくお願いいたします。 

議長（杉原 健士議員） 

 二家本議員。 

５番（二家本英生議員） 

 できる限り早い段階でトイレの環境を改善していただきたいと思います。小学校は、当

然教育を行う場所ではありますが、子どもたちにとってそこで過ごす６年間は、ともに学

び、ともに遊び、時にはけんかをしたりして、お互いを成長させる場所でもあります。ま

た、一生の宝物として思い出に残るような学校生活を過ごしてもらうためにも、今回はト

イレの件を中心に質問いたしましたが、環境を整える必要がございます。町としても今ま

でも努力をされていると思いますが、より一層子どもたちの未来を考えていただきたいと

思います。 

 また、今回もそうですが、議会で一般質問した内容で調査や研究、または検討するとい

った回答をいただいた件に関しては、できましたら必ず経過を報告していただきたいと思

います。そうでなければ、私たち議員のほうから一般質問をする意味はありません。理事

の皆様、この辺のこと、ご協力をよろしくお願いいたします。 

 以上をもちまして一般質問を終了させていただきます。ありがとうございました。 

議長（杉原 健士議員） 

 以上で、二家本英生議員の一般質問を終結いたします。 

 議事の都合により暫時休憩いたします。午後は１時から再開いたします。 

（「午前１１時５７分」休憩） 

 

議長（杉原 健士議員） 
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 休憩前に引き続き会議を再開いたします。 

（「午後１時００分」再開） 

（出席議員及び議事参与員休憩前に同じ） 

 

議長（杉原 健士議員） 

 次に、是枝綾子議員の発言を許します。 

６番（是枝 綾子議員） 

 議長。 

議長（杉原 健士議員） 

 是枝議員。 

６番（是枝 綾子議員） 

 日本共産党の是枝です。一般質問をいたします。 

 まず、平成３０年度から実施された国保の都道府県単位化により本町国保料がさらに値

上げになった問題と、この高過ぎる国保料を忠岡町独自に引き下げることを求める質問を

いたします。 

 都道府県単位化が始まった平成３０年度の国保料は、忠岡町国保のときと比べて、低所

得者ほど値上げになり、所得の多い人は少し値下げになりました。２年目の本年度は、前

年度と比べ、全世帯が値上げになりました。結局のところ、本町国保料は都道府県単位化

されて値上げとなりました。 

 ３年目となる来年度の市町村標準保険料率の仮算定結果が、先日、１１月下旬に大阪府

から示されました。いただいた資料を見てみますと、全世帯がまた値上げとなっているよ

うです。値上げされた今年度の保険料よりも幾らの値上げとなっているでしょうか。担当

部長よりお答えをいただきたいと思います。 

議長（杉原 健士議員） 

 東部長。 

健康福祉部（東 祥子部長） 

 議員ご質問の市町村標準保険料率の来年度の分の仮算定結果についてお答えいたしま

す。 

 先日、仮算定結果が示されまして、国から示された仮係数に基づき算出したものになっ

ておりますが、診療報酬改定等はまだ反映されていない内容となっております。仮算定結

果と現行令和元年度料率を比較すると、１人当たり保険料が５．８２％、年間７，８４８

円上がる内容となっておりますが、本町は激変緩和財源投入により２．５９％、年間３，

２３７円の上昇に抑えられることとなります。特に医療分の所得割、均等割、平等割の率

が上昇しております。要因は、被保険者数が減少していくものの、７０歳以上の方の割合

がふえていることや、１人当たりの医療費が伸びていることによるものです。 
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 先日の報道発表により、診療報酬全体としてはマイナス改定となり、今後１月ごろに本

算定結果が出てまいりますので、ご理解のほどよろしくお願いいたします。 

６番（是枝 綾子議員） 

 議長。 

議長（杉原 健士議員） 

 是枝議員。 

６番（是枝 綾子議員） 

 激変緩和措置が入るというぐらい忠岡町はたくさん上がったと。上がるということなの

で激変緩和措置が入り、２．５９％、平均ですね、１人当たり３，２３７円の上昇とい

う、今のところ仮算定はそういう結果であるというご答弁でありました。 

 担当課よりいただいた仮算定の資料ですね。これ、事例でよく所得が２００万円の４０

歳代夫婦と子ども２人の４人家族の例で見ますと、これはその激変緩和措置が入る前の資

料ということでありますが、入る前の資料でしたら年間５万円の値上げであります。その

方々は、去年の分でも約５万円の値上げという形で出ていると。これは去年の概算という

ことですので、もう少し上がり幅は少ないと思いますけれども、やはり高い国保料であっ

たということで、さらにまた値上げする。値下げだったらいいですよ。値下げじゃないん

です。値上げなんです。２％平均ですけども、この方々は４人家族なので、１万円は下ら

ないと思います。そういう値上げ、値上げ、どんどん値上げになっていっているという国

保になっているではありませんかということなんです。 

 本町は、府の市町村標準保険料率を採用しているため、府がこの標準保険料率を出しま

して、値上げというものが出てきますと、本町の保険料も値上げになるという仕組みにな

っています。これまでの議論の中で、国保が都道府県化、いわゆる町長がよく言っている

広域化されたら、府下でも大変高い本町の国保料は安くなると町長はよく言っていました

けれども、実際には高くなったということであるということも認めざるを得ない状況にな

りました。 

 そこで、高くて払いがたい国保料を引き下げるために、府の標準保険料率を採用するこ

とを中止して、市町村独自に以前のように安い国保料を設定するということができるの

に、なぜ本町はそれを、市町村独自の国保料を設定しないのか。大阪府の標準保険料率を

採用して、高い国保料を加入者に負担させるのか、このことについてお答えをまたいただ

きたいと思います。 

議長（杉原 健士議員） 

 東部長。 

健康福祉部（東 祥子部長） 

 ただいまのご質問につきまして、国のほうが広域化につきましては推奨しておるところ

でございます。大阪府につきましても、全国的に早く統一化するというところで方針を出



45 

 

したところでございます。本町につきましても、以前は赤字のほうが、累積赤字がござい

ました。その点につきまして、広域化していただくことによりまして、本町はその赤字も

解消ができたというところでございます。広域化するに当たりまして、全国的に今後推進

していくであろうという広域化につきまして、本町は保険料的にはご負担感が少ないとい

う状態でございましたので、素早く広域化に賛同したところでございます。 

 今後、各全国の市町村が広域化に向けて進んでいく中、本町が独自で行うということは

今のところ考えておりませんので、ご理解のほどよろしくお願いいたします。 

６番（是枝 綾子議員） 

 議長。 

議長（杉原 健士議員） 

 是枝委員。 

６番（是枝 綾子議員） 

 高い国保料に慣れといてもらったら、高くなったときにスムーズに移行できると、平た

く言えばそういうことなんです。そんなこと、うれしくないです、スムーズに移行できる

というのは。移行できると思っているのは忠岡町や大阪府である、国のほうであるという

ことで、本当に生活が大変な、そして高い保険料を負担している加入者にとっては、あり

がたくも何ともありません。できるだけ安い国保料を維持してほしいというのが願いだと

思います。その願いとは大きくかけ離れた金額になっている。また、そういう考え方にな

っているのじゃないかということを指摘しなければいけません。 

 で、この保険料の賦課決定の権限が、忠岡町は今、ない状態になっています。決定して

るんですよ、大阪府のそのまま言われた保険料をということで。ですけれども、その保険

料賦課決定の権限は、府ではなくて市町村にあるわけです。市町村の権限を大阪府が国保

運営方針で奪っているようなものですけれども、これは法を逸脱していると思います。国

保運営方針に基づいて忠岡町もされていますし、大阪府もしていますけれども、そんな国

保運営方針というのは法的拘束力がないものであります。大阪府は、技術的助言でしかな

い、そして地方自治法第２４５条の４第１項などによって、技術的助言でしかないという

ことになっております。ですから、大阪府は、法改正前から保険者努力支援制度というも

のを独自に行っておりました。で、調整交付金というものを使って、市町村を府の意向に

沿うように、保険料引き下げのための繰り入れをさせないというふうなことなどを行って

きたわけであります。 

 そして、府は、都道府県単位化導入後は、どこよりも早く他府県に先駆けて統一保険料

を示して、そしてそれに合わせなさいという圧力をかけ、統一国保ということを目指す急

先鋒の役割を果たしているというのが大阪府であります。インセンティブや動機づけ、加

点方式で、医療費適正化の仕組みというものの取り組みをしている市町村を大阪府が評価

して、特別調整交付金、いわゆる２号交付金ですね、それを市町村に与えるという、こん
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なことをやっているわけであります。そういうことで、そういうことにもうどっぷり浸か

ってしまっている忠岡町であるということは言わなければいけません。 

 ということで、ですが、再度お聞きしますが、２つ目の、一般会計から国保会計に法定

外繰り入れをして、こういう高過ぎる国保料を引き下げるという考えはございませんでし

ょうか。 

議長（杉原 健士議員） 

 東部長。 

健康福祉部（東 祥子部長） 

 一般会計からの繰り入れを行い、国保料を引き下げる考えはないかということについて

お答えいたします。 

 一般会計からの繰り入れにつきましては、国通知や大阪府国民健康保険運営方針に基づ

き、必要な財源の繰り入れは財政に対して求めてまいりますが、先ほどの答弁のとおり、

保険料引き下げを目的とした繰り入れは認められておりません。保険料につきましては、

引き続き国や大阪府に対して、さらなる公費の投入による市町村標準保険料率の引き下げ

を求めてまいりますので、ご理解のほどよろしくお願いいたします。 

議長（杉原 健士議員） 

 是枝議員。 

６番（是枝 綾子議員） 

 先ほども申し上げたことがまた出てきまして、国保運営方針ですね。大阪府の国保運営

方針というのは法的拘束力はないということでありますし、今、一般会計からの繰り入れ

をすると、そういったところに反するということで、しないという根拠に１つ挙げられて

いらっしゃいます。 

 でも、これ大阪府も、一般会計からの繰り入れを市町村がすることについては、とめる

ことはできないんです。ということで、これは大阪府の平成２９年度の１１月１日、大阪

府議会の厚生労働か何かの委員会で、当時の松井知事の答弁でも、一般会計からの繰り入

れは権限は市町村にあるということで、府も一般会計からの繰り入れを禁止できないとい

うことは、当時の知事も言っているんです。だから禁止はできないわけなんですね。とい

うことで、これは国会でも衆議院の厚生労働委員会でも、保険料引き下げのために一般会

計からの繰り入れは、制度によって禁止できないと、政府の参考人も答弁しております。 

 ということで、禁止事項でも違法でも何でもない、そして大阪府の国保運営方針に書か

れているというけど、それは法的根拠も何もない、拘束力もない、そういうものでありま

す。だから、一般会計からの繰り入れをすると、そこにペナルティーがあるということし

か考えられないわけですね。 

 どのようなペナルティーがあるのか。繰り入れを行った場合の、引き下げのための繰り

入れを行った場合、府からの特別交付金が減らされると、いつも忠岡町はそう言ってきま
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したけれども、どれぐらいペナルティーがあるのか、影響額があるのか、そのことについ

て影響額をお聞きしたいと思います。部長よりお答えお願いいたします。 

議長（杉原 健士議員） 

 東部長。 

健康福祉部（東 祥子部長） 

 ただいまの影響額についてでございますが、大阪府の特別交付金、インセンティブに法

定外の一般会計からの繰り入れを行っているかどうかということを評価する部分がござい

ます。そこの部分、特別交付金の市町村交付額の合計額の全体額でございますが、それが

毎年変わることになり、その得点により配分されてまいりますので、その得点が取れなか

った場合の影響額の算出は大変難しい状況でございます。ただ、昨年度の大阪府の特別交

付金の３０年度の決算額といたしましては１，１２４万５，０００円の歳入となっており

ますので、影響額の最大がこの額であるということも考えることができます。 

６番（是枝 綾子議員） 

 議長。 

議長（杉原 健士議員） 

 是枝議員。 

６番（是枝 綾子議員） 

 大阪府はこの特別調整交付金の配分基準ですね、それは減点を設けているということを

今部長おっしゃられたんですけれども、私は大阪府に行って、ちょっと交渉というんです

かね、したときに「ペナルティーは課しておりません」というふうに大阪府の担当の方は

言っていたんですけれども、あるということなんですね。わかりました。 

 ですが、これは大阪府だけぐらいでしょうね。国のほうは今のところ、ここ２年来まし

たけれども、加点はあるけれども減点はしてないんですね。大阪府独自のずっと前からや

っている分を続けているということで、減点ということは本当にひどいなと思います。 

 忠岡町、これも大阪府のちょっといただいた資料なんですけれども、忠岡町は今１，１

２４万円ということで、このインセンティブ、努力をして点数を取ったらもらえるという

ことで、忠岡町はかなり努力されています。２７９点。これは３０年度の決算の分でいた

だいているので、１，１２４万５，０００円ですね。２７９点なんです。これは割と上位

のほうなんです。最高に取っているところは３２９点とかありますけれども、低いところ

は１６７点とかいう、そういう市町村もありますけれども、こんな感じで取っているとい

うことで、忠岡町の国保は広域化というんですか都道府県化されて、国からの毎年３，４

００億円のそういった支援によって黒字になりました。赤字を解消できました。しかし、

保険料は上がりました。一般会計からの繰り入れが全て大阪府はストップされたからです

ね。そういう感じになっているということで。 

 そこで、本町は国保料引き下げのための一般会計からの繰り入れをしないということな
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んですけれども、本当に以前の忠岡町が国保を持っていたときはもう少し、顔が見えると

いうことで、本当に払うのが困難なときは所得２００万円で４人で生活をしていて、そん

な人たちが４０数万円も年間、国保料を払わなければいけないという、所得の２割を超え

る、そんな国保料を課しているということについては本当に申しわけないということで、

そういう気持ちで対応もされていました。だけど、今はこのインセンティブ、点数を取る

ために、滞納したら結構もう即、短期保険証を発行して、また府下でも高い割合で発行さ

れているし、そして銀行とかの口座の差し押さえ、金融機関の差し押さえもやって換金も

されているという率も結構高い割合でやられているということで、その努力ということが

認められて２７９点なんだろうと思いますけれども、そういうことをされるということが

加入者にとって本当に大変だというところの思いというのが、だんだんと薄くなってきて

いるのではないかというふうに思います。 

 やっぱり所得の２割を超えるということもありますけれども、いろいろと私たち議員も

高い国保料の相談があります。無年金で７０過ぎで、そして１５０万円ぐらいの給料です

ね。アルバイト２件かけ持ちして、その人が毎月１万４，０００円ぐらいの国保料と。そ

の人は介護保険料は入っていませんので、介護保険料を払うと２万円近く払うと。どうや

って月１１万、１２万の中からそんな保険料を払って、家賃を払って生活するんだという

ことになります。 

 ということで、こういった住民の苦しみ、加入者の困難、貧困の状態、国保料を払うが

ために貧困になっていくという、これでいいのかということをやはり考えていかなければ

いけないと思います。 

 やっぱりこれは一般会計からの繰り入れを行って国保料を引き下げてほしいと、３つ目

に書きましたけれども、そういう考えはないということでありますので、大阪府が悪い役

割を果たしているということがありますけれども、大阪府の仕事は保険料にそんなに介入

できないですよね。 

 府の仕事は４つだけです。国保運営方針を策定すること、事業費、納付金を決定し市町

村に賦課すること、そして市町村標準保険料率を出すこと、市町村はこれを参考に保険料

を決定する。市町村が決定するんです。そしてあと、４つ目が給付費を市町村に支払う。

保険給付費を払うということで点検を行うという、この４つだけなんですけれども、いろ

んなことを大阪府はしてる。本当に悪いなと思います。そういった大阪府の悪政に対して

もやっぱりきちんと物を言っていただいて、そして払える国保料、貧困にならないよう

な、国保が貧困をつくっているということにならないように、引き下げのために努力をや

っぱり忠岡町はしていただきたいと思いますが。 

 最後に一言。１０分しかありませんので、もう一つ質問がありますので、町長に最後ち

ょっとお聞きしますが、町長は「ぬくもりのあるまち忠岡」ということで、そういうこと

をおっしゃっておられて、総合計画にも書かれておりますけれども、やはりこういった高
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い国保料、払うのが大変というような国保料を引き下げるということは町長の政治的な判

断ということにかかってくると思うんです。国保料引き下げということはやっぱり政治姿

勢の問題であると思いますので、町長は国保料を引き下げるということについてどのよう

にお考えでしょうかということを最後にお聞きしたいと思います。 

町長（和田 吉衛町長） 

 議長。 

議長（杉原 健士議員） 

 町長。 

町長（和田 吉衛町長） 

 町民が負担する国保料について、繰り入れという方針は持っておりません。本町の財政

能力からしても、まずだめです。この間、保険料が上がっていくんで、できるだけ府の統

一、国の統一をお願いしてきたところですので、うちとして独自にやっていくことは無理

だと、こういうふうに私は思っております。 

 ご存じのように、是枝議員一番ご存じだと思いますが、国保制度がもう、２０年、３０

年から破綻してきているわけですね。どんどんと修復をして、いろいろ分派して、いろい

ろやっているわけですが、本町としては何とか頑張ってきましたが、やっぱりこれ以上独

自でやっていくと、医療費も高くなるし薬価も非常に高くなるし、もうこれではあかんと

いうことで、皆さん方にお願いして統一に踏み切っているわけです。で、繰り入れという

ような余裕がありませんので、する気はありません。ただし、そういった抑制について

は、立場があるときには自分としては抑制の方向を打ち出さないかんとは思っておりま

す。 

６番（是枝 綾子議員） 

 議長。 

議長（杉原 健士議員） 

 是枝議員。 

６番（是枝 綾子議員） 

 町長も以前は国保料ね、もう少し国保にお金をということで国や府に言うていくという

ことで、そういう姿勢だったんですけれども、やはり国保の統一、府の統一、国の統一を

したら高くなるんですよ。一般会計から繰り入れたらあかんと、そんなふうに府が言うて

入れさせなくて、高くしておいて、本当にみんな困っています。そういう町民の苦しみと

いうことを、やはりそれに耳を貸していただく、そういう政治姿勢であってほしいという

ことは求めておきます。 

 時間がありませんので、次の質問に移ります。一人一人の子どもへの支援のために本町

の特別支援学級の介助員を増員することについて質問いたします。 

 本町の小・中学校の特別支援学級の支援員、介助員は、現在本町は５名であります。こ
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れは大阪府下市町村の中で千早赤阪村に次いで人数が一番少ないです。この村を除けば、

本町が府下の市や町の中で一番介助員が少ないことが、大阪府の教育庁、教育庁というの

は教育委員会が大阪府は教育庁と言っていますので、教育庁にいただいた資料でも明らか

となりました。 

 この特別支援学級の介助員の人件費については、平成１９年度から国の財政措置がされ

るようになりました。これは学校教育法が改正されて、平成１９年４月からこういう特別

支援教育がスタートしてということで、明文化されたんですね。一人一人のニーズに合っ

た支援を行うと。だから、国と地方自治体にもそういう責務が明らかになったということ

で、国が財政措置をしたという経緯があるということであります。平成１９年度は国の措

置額は２万１，０００人相当で、平成２０年度は３６０億円、３万人相当、１校当たり１

人という、当初はそういう人数でありました。 

 今現在、幾らになっているか、文部科学省に聞いてみました。今は財政措置額は公表し

ていないが、支援員は幼稚園、小中高合わせて６万５，０００人分という回答でありまし

た。公立の小・中学校の数で割れば１校当たりの支援員の財政措置がわかるということ

で、学校基本調査、速報値が出ていましたので、それで割ってみますと、公立小・中学校

の数が２万８，８０３校で、支援員の数は公立の小・中学校で５万６，６００人というこ

とでありましたので、割りますと１校当たり１．９６人分の財政措置が入っているという

ことです。約２名分であります。１校当たりの平均ですから、本町は小中合わせて３校な

ので６人の財政措置が考えられるということであります。しかし、本町は５名やから１名

少ないということであります。 

 先ほどの、時間がありませんので、そこから割り出した、学校数で割らないと人口が違

いますので割りますと、本町は１校当たり１．６６人、岬町は１校当たり４．５人、熊取

町は１校当たり４人、泉大津市は１校当たり３．７３人、和泉市は１校当たり２．４８、

高石市は１校当たり１．８、岸和田市１．５４、参考までに田尻町は１校当たり７．５

人。忠岡町の全体よりも１校当たりのほうが多いという、忠岡町が少な過ぎるということ

がわかりました。 

 そこでお聞きいたしますが、本町に支援員、何人分の財政措置がされているのかという

ことと、時間がありませんので、続けてもう１点、２点目、お聞きします。 

 本町は、国の財政措置をされる１９年度以前は独自で、財政措置がなかったんですけ

ど、２名配置しておりました。その当時は子どもの数、クラスの数も少なかったんです

が、そこから平成１９年度、財政措置された年に１名増員されました。今年度は在籍児童

数が７７人、クラス１４クラスということですが、介助員は５名のままということであり

ます。先生は１０人ふえましたけど、児童・生徒は６４人もふえたということであります

から、やはり先生だけでの対応というのは追いつかないというところであります。やはり

１校当たり２名の財政措置ということであるならば、もう１名はふやさないといけない
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し、そもそも２名置いていたところに財政措置があったら、６名分を足して８名にしない

といけないのではないか。一人一人に行き届いた教育、合うた教育をというんやったらそ

ういったことを考えるのが教育ではないかというふうに思います。そこで、財政措置がさ

れているということですから、そういった増員するということについてのお考えはどうな

のか。 

 まとめて２点お聞きしたいと思います。１点目は財政措置、どのぐらいされてるかわか

りますかという点で、財政部局の公室長さんよりお願いします。 

議長（杉原 健士議員） 

 柏原公室長。 

町長公室（柏原 憲一公室長） 

 議員ご質問の特別支援学級の介助員について、人数というのは地方交付税において国の

財政措置がなされております。小学校及び中学校において学校数を測定単位として特別支

援教育支援員が交付税措置として基準財政需要額に算入されておりまして、本町の場合

小・中学校の支援員の理論数値を計算いたしますと５２６万６，０００円となります。こ

の金額につきましては、ご承知とは思いますが、あくまでも理論値であり、交付税の措置

額ではございませんので、よろしくお願い申し上げます。 

議長（杉原 健士議員） 

 石本理事。 

教育部（石本 秀樹理事兼学校教育課長） 

 まず、平成３０年度の決算額につきましては７４７万３２０円になっておりますので、

その財政措置以上ということで、まずご理解願います。 

 まず、介助員の配置につきましては、特定の子どもに対し固定して配置するのではな

く、支援学級在籍の全ての子どもを対象に、必要な場面に応じて柔軟に対応できるよう、

支援学級に対して配置しております。増員につきましては現状では考えておりません。一

人一人の子どもによりよい支援を行うために、これからも支援学級の担任を中心に、学校

体制として取り組んでまいりますので、ご理解のほどよろしくお願いいたします。 

６番（是枝 綾子議員） 

 議長。 

議長（杉原 健士議員） 

 是枝議員。 

６番（是枝 綾子議員） 

 増員しないと言っておきながら、一人一人に応じたということをおっしゃるというのは

ちょっと矛盾しているんじゃないかなと思います。忠岡町、少ないということは今申し上

げました。後でまた大阪府の教育庁からもらった資料をお渡ししますけど、少ないです。

本当に少ないです。腹が立つぐらいですわ。その学校のほんまに子どもたち一人一人には
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そういうふうに配置してないという、その冷たい答弁って何だろうと私は思いました。 

 これ、文部科学省が特別支援教育支援員のこのパンフレット、ご存じやと思います、先

生やったら。これ、発達障がいの児童・生徒に対する学習支援のところを読んだだけで

も、教室を飛び出していく児童・生徒に安全確保や居場所の確認を行うとか、読み取り困

難な児童に対しての黒板の読み上げを行うとか、書くことに困難を示す児童に対してテス

トの代筆など、いろいろそういった困難に寄り添うということが言われているから、一人

一人に、１人に配置せえへんかったらこんな届いたことできないですやん。学級にしかし

ておりません、一人一人にはいきませんといったら、子どもをもう普通学級のほうに戻っ

たときは放置するというふうなことになってしまうんじゃないかと。 

 忠岡町がやっぱり少ないという声は以前から言っています。ということで、これはやは

り考え直していただいて、忠岡町が大阪府下の市町の中で一番少ないというふうに申し上

げたことは、やはりよく考えていただいて、一人一人に応じた責務があるんですから、国

と地方自治体には。それをやっぱりふやすということで検討するのが教育委員会の務めで

はないかというふうに思います。それはちょっとお願いというか、これは当たり前のこと

なのでお願いはしません。当たり前のことだということを指摘をしておきます。お願いい

たします。 

 以上、終わります。 

議長（杉原 健士議員） 

 時間を超えましたので、以上で是枝綾子議員の一般質問を終結いたします。 

 

議長（杉原 健士議員） 

 次に、河野隆子議員の発言を許します。 

１１番（河野 隆子議員） 

 議長。 

議長（杉原 健士議員） 

 河野議員。 

１１番（河野 隆子議員） 

 １１番、日本共産党、河野です。ただいまより一般質問をさせていただきます。 

 まず初めは、災害対策についてです。 

 災害の時代を迎えています。地震については海溝型の巨大地震の発生が危惧されてお

り、内陸側の地震が相次いで発生するリスクも高まっております。それに加えて地球の温

暖化の影響もありまして太平洋の水温が上昇するなどして、記録的な豪雨による災害がも

たらされるリスクも高まっています。この災害の時代にあって、災害から住民の生命と生

活を守る責務を持つ自治体のあり方が厳しく問われる状況にあります。 

 ところで、この自治体の災害から住民を守る役割を考えるに当たっては、１９９５年の
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阪神・淡路大震災、２０１１年の東日本大震災はもとより、２０１４年の広島土砂災害や

昨年の西日本豪雨災害、本町では昨年９月、台風２１号による被災、ことしは台風１９号

によって各地で災害に見舞われています。この１９号は東日本を縦断した過去最強クラス

で、５５の河川で７９カ所の堤防が決壊し、住宅地、農地などが大規模浸水をいたしまし

た。死者や行方不明者も相次いで、１３都県の約５，０００人が避難所に身を寄せられた

というふうに聞いております。 

 そこで、災害が起こったとき、大雨による川の増水で越水や堤防の決壊が予想された

ら、まずは命を守るために避難する、そのためにはどこを通って避難をすればいいのか、

避難経路を把握しておかなければなりません。 

 本町は東西に伸びた細長い地域です。和泉市に隣接している高月北は牛滝川と槇尾川に

挟まれた、忠岡町でも特別な立地条件の地域であります。大雨が降りますと高板橋に設置

しております水位観測計が気になるところでありますが、高月北の北側、和泉市に近いほ

うですね、北側の地域では槇尾川が増水をして心配だったという声もたびたび聞かれま

す。本町は川に挟まれた高月北の避難経路はどのようにお考えでしょうか、ご答弁お願い

したいと思います。 

町長公室（柏原 憲一公室長） 

 議長。 

議長（杉原 健士議員） 

 柏原公室長。 

町長公室（柏原 憲一公室長） 

 本当に近年の気象状況を考えると、いつどこで大規模災害が発生しても本当に不思議で

ない状況になりつつあるというふうに考えられるところでございます。 

 高月北地区は２本の河川に挟まれた地形であり、大雨などの水量の増加が予測される場

合は、慎重な観察が必要となってまいります。 

 洪水時の避難経路としては、まず、河川に近寄らず、被害状況によってはより安全な経

路を選択していただくことが重要であり、高月北自主防災会では独自の防災ガイドマップ

も作成されておられます。その中では本当に状況に応じて、国道２６号線の側道、歩道で

すね、そういったものの利用なども示されているところであります。 

 引き続き、今後、地域で避難訓練が実施される際には、多くの方に参加していただき、

避難経路の把握等をお願いしたいというふうに考えているところでございます。 

１１番（河野 隆子議員） 

 議長。 

議長（杉原 健士議員） 

 河野議員。 

１１番（河野 隆子議員） 
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 平成２６年３月、忠岡町は防災ガイドマップを発行されております。この中で、洪水ハ

ザードマップでの東忠岡小学校区ですね、この小学校区においては主要な避難路はさつき

通りと駅前通りの府道田治米忠岡線、この２本だけが緑の線で記されております。高月北

はその避難路までどの経路で行くのか。牛滝川があるんですから渡ることができない。な

ので、この忠岡町の防災マップ、これを見ますと和気小学校まで町が避難所、和気小学

校、それから郷荘中学というふうに記されております。和気小学校までは元気な人が歩い

ても３０分以上はかかるところであって、大雨が降りますと、足元が悪い中、高齢者や障

がい者はとても行ける距離ではないということは、前にも言わさせていただいておりま

す。 

 ましてや、今、車での移動ですね。これは道と川の境目がわからなくて、これまでの水

害の中でも車中死、車の中で亡くなられた方、死亡率が非常に高いということもわかって

おります。まずは、大切な命を守るために避難所に行く、安全な避難経路を考え、つく

る、こういったことが多発する全国の災害を見ても待ったなしだということであります。 

 今、公室長おっしゃられましたように、高月北自主防災会では、独自で防災ガイドマッ

プはつくっています。そこで高月北の住民には全部、数年前に配られているところなんで

すが、やはり洪水時、それは高月南のコミュニティセンターと、それから高月北の集会

所、この図のところに避難所という印はあるんですけど、なかなか避難路については、今

２６号線というお話もありましたけれども、それは自治会の役員会の中でもいろいろとそ

ういった話も出ておりますけど、ちょっと具体的にはなっていないわけなんですね。 

 それで、前公室長に私がお聞きしたところによりますと、まずはこのマップがあるの

で、これに沿っておっしゃられたと思うんですが、和泉市に抜けるときは向井田公園の東

側の牛滝川の横の細い道ですね。車１台しか通れませんわ。「そこを通って広い道に出て

ください」と、そういった答弁もあったわけなんですね。なかなか、担当課といいますか

職員さんも実際に歩いて、そのときの答弁では歩いてはいらっしゃらないというふうに私

は感じております。 

 なので、何遍も質問はしていますけど、やはり高月北というところは特別な三角州にな

っておりますので、自主防災会や自治会、いろいろとそういったマップもつくられていま

すけど、やはり数年前ですので事情もいろいろと変わってきているというふうに思いま

す。なので、その避難経路をそういった自主防災や自治会任せになっているんじゃないか

なというふうに私は感じております。その点についてはいかがお考えでありましょうか。 

町長公室（柏原 憲一公室長） 

 議長。 

議長（杉原 健士議員） 

 柏原公室長。 

町長公室（柏原 憲一公室長） 
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 避難経路については、実際その時々の状況に応じて、仮に避難経路を設定したとして

も、そこが通行できないとか、いろいろな場合がございますので、できるだけ平素より、

自主防災会でも本当に取り組んでいただいているように、平素から防災訓練であるとかそ

ういうふうなことをしていただいて、いろんな経路の確認をお願いしたいなと。また、も

ちろん訓練するに当たりましては、また事前に我々にもおっしゃっていただければ、我々

もできることについてはご協力させていただきたいと考えておりますので、よろしくお願

いしたいと思います。 

１１番（河野 隆子議員） 

 議長。 

議長（杉原 健士議員） 

 河野議員。 

１１番（河野 隆子議員） 

 今の答弁ですと、何かもう自治会任せというふうに感じております。災害が起きて大変

なことになるとやっぱり行政の責任が問われますので、そこはしっかりと考えていただき

たいというふうに思います。 

 それと、災害というものはいろんな形で、今おっしゃられましたように襲いかかってく

るわけなんですね。なので、避難経路も１つでは機能しないということもわかりますし、

何通りも考えておかないといけません。しかしながら、全く進んでいないという現状、今

の答弁でもありましたように、忠岡町は何をしていたのか、高月北任せかというふうに私

は感じております。 

 なので、やっぱり現状に合っていないハザードマップね。このハザードマップですね。

このハザードマップをただ配るという支援だけではなくて、やはり住民からのそういった

いろんな心配事、「いや、こういった方法があるんじゃないか」という引き出し支援ね。

そういったことも要るのではないかというふうに思います。そうすることによって、住民

と地域の減災力、これを高めることができるのではないかと、そういった手法もあると思

います。そのためには減災まちづくりのアドバイザーですね。こういった方を派遣するな

どして、専門家を交えて現状に合った避難経路を作成することが必要ではないかというふ

うに、私、思うわけなんです。それについてはいかがでしょうか、お願いします。 

町長公室（柏原 憲一公室長） 

 議長。 

議長（杉原 健士議員） 

 公室長。 

町長公室（柏原 憲一公室長） 

 アドバイザーの活用というのは多分本町ではまだ行ったことはございませんが、そのあ

たりについて、そういったことをやられている団体があるんであれば、そういったところ
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にお聞きして、必要であれば本町においてもそういった方の意見を聞くというような機会

についても検討してまいりたいなというふうに考えております。 

１１番（河野 隆子議員） 

 議長。 

議長（杉原 健士議員） 

 河野議員。 

１１番（河野 隆子議員） 

 ぜひ、高月北を放置することがないようにしていただきたいと思います。避難所にも行

けず、孤立または命が危険にさらされることがあってはなりません。川が増水して洪水の

危険があるなら、まずは避難、危険な場所から逃げる。洪水ですからこれしかありません

よね。なので逃げるということ、それしかないということです。 

 それで、２６号線を上がるということもおっしゃっていただいたんですが、ことし３月

の予算委員会のときに党議員団、ポンプの話もさせていただきました。国道２６号線の高

架下というのは大雨が降るとすごく浸かるんですね。膝上まで来ます。そういったところ

を歩いて行けるのかという心配もありますので、そのときの提案としては側溝を１つ掘っ

て自動のポンプを置いたら排水もできると、そういった創意工夫もできるという提案もし

ておりますので、雨水整備計画ですね。こういったことも並行して計画するということも

必要ではないかというふうに思うんです。これは５年、６年先じゃなくて、すぐにやって

いただきたいというふうに思うんですが、そのような検討、すみません、これ４回目にな

りましたかね。検討はどうでしょうか、雨水に関して。 

議長（杉原 健士議員） 

 はい。 

町長公室（柏原 憲一公室長） 

 実際、避難されるときに内水の問題もあるかと思いますので、そのあたりについては防

災減災対策を進めていくということになりますので、例えばポンプの導入もそうですし、

実際に内水対策として雨水管の整備等々のいわゆる工事関係についても、今現在、原課の

ほうでも順次検討しているというふうなところでもございますので、引き続き我々も原課

とそのあたりについては協議を進めていきたいなというところでございますので、ご理解

のほどよろしくお願い申し上げます。 

１１番（河野 隆子議員） 

 議長。 

議長（杉原 健士議員） 

 河野議員。 

１１番（河野 隆子議員） 

 このハザードマップでも、注意、注意で、この２６号線のところね、浸水したことのあ
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る地点というふうに町も出しておられますので、ぜひ雨水のほうも整備計画も立てて進め

ていっていただきたいというふうに思います。そして、２６号線に出たのはいいけど、さ

つき通りへおりてからどうするんだということもありますので、そういった車での送迎で

すね。シビックセンターあるいは東忠岡小学校までどうやってそこから行くんだというこ

ともありますので、そういったこともあわせて検討をお願いしたいというふうに思いま

す。 

 そこで、２つ目の質問であります。忠岡町地域防災計画の見直し、これについてお伺い

したいと思います。 

 大阪府は１２月３日、１９３４年の室戸台風に匹敵する過去最大級の台風が上陸した際

に想定される高潮による浸水区域を公表いたしました。浸水面積は南海トラフ巨大地震の

津波による想定の約２倍にわたって、関空や大阪湾の人工島、咲洲の潮位は最大５メート

ルに達すると、このように書かれておりました。 

 しかし、府によると、万博やカジノを含む総合型リゾート、ＩＲの予定地、関空の二期

島は浸水しないという信じがたい想定もされて、都合のいいような想定もされているわけ

なんでありますが、そこで、忠岡町地域防災計画は南海トラフ巨大地震の津波による被害

想定が主でありますが、高潮はそこに台風が発生しているということでありますから、台

風というと大雨が降る。ですから、海から寄せてくる津波の想定だけではなくて大雨によ

る川の増水、洪水の被害想定も必要ではないかというふうに思いますが、いかがお考えで

しょうか。 

町長公室（柏原 憲一公室長） 

 議長。 

議長（杉原 健士議員） 

 柏原公室長。 

町長公室（柏原 憲一公室長） 

 本町の地域防災計画につきましては、平成２６年８月に大阪府が発表した南海トラフ巨

大地震、今議員がおっしゃっておりましたが、に伴う被害想定を受け、被害対策の充実強

化を進めるため策定したものでございます。 

 現時点においては被害想定が変更されることは予定されておりませんが、今後、大阪府

により高潮や洪水による被害想定が発表された場合は、大阪府の計画の内容とのそごが発

生する場合もあるかと思いますので、その場合については適宜修正を行ってまいりたいな

というふうに考えているところでございます。 

１１番（河野 隆子議員） 

 議長。 

議長（杉原 健士議員） 

 河野議員。 
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１１番（河野 隆子議員） 

 被害想定というものは大阪府との連携、これも当然要ることですけれども、忠岡町でも

できることがあるのではないかというふうに思います。さきの質問でも言わせていただき

ましたけど、忠岡町の洪水ハザードマップ、この被害想定の見直しをする、そうすること

によってそれに合った、やっぱり想定をしないと対策もとれませんので、それに合った対

策も取れるのではないでしょうか。豪雨災害での想定をきちっと補足していってもらう

と、そういったお考えはないでしょうか。 

町長公室（柏原 憲一公室長） 

 議長。 

議長（杉原 健士議員） 

 公室長。 

町長公室（柏原 憲一公室長） 

 繰り返しになりますけど、なかなか本町独自でというのは難しい面もございますので、

大阪府のほうからのいろんな計画の変更等が発表されれば、それに合わせて本町も整合性

をとりながら作業を進めていきたいというところでございますので、よろしくお願い申し

上げます。 

１１番（河野 隆子議員） 

 議長。 

議長（杉原 健士議員） 

 河野議員。 

１１番（河野 隆子議員） 

 府の発表を待たずしても本町として独自でやれることもあるというふうに思いますの

で、川が危険な水位になったらとにかく逃げると、それしか、先ほども言いましたけど、

とる行動はないというふうに思いますので、台風は地震と違って予想もある程度できるか

というふうに思いますので、地区によっては、例えば高月北などはほかの地区よりも早目

の避難が必要であるというふうに思いますので、早く指示を出すというふうな対策も必要

であるかと思います。津波の被害想定だけではなく新たな洪水被害、そういった想定も府

に要望もしていただいて、まずは本町でもできる対策をとっていただきたいというふうに

要望させていただきます。 

 次に、防災行政無線についてお尋ねしたいと思います。 

 防災行政無線についてであります。かねてから聞き取りにくい地域があるということは

指摘させていただいております。確実に住民が情報を聞くことができる個別受信機も提案

させていただきました。聞き取りにくいという住民からの声があるんですから、全住民向

けにアンケート調査をして把握されよという要望もいたしました。しかし、アンケート調

査は考えていないと。Ｊアラートの試験放送などで聞こえ方については意見を伺うとい
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う、そのときの回答でありました。 

 そこで、１１月の５日１０時ごろと、それから１２月の４日１１時と広報紙に載せ、こ

のＪアラートを、ジェイアラートと呼んでいいのかどうか、ちょっとわかりませんけど、

これを放送するというふうに広報紙に載っておりました。１２月４日については「放送が

聞き取りにくい場合はご連絡ください」と、このように書かれています。そこで、担当課

にお聞きしましたら、「１件しか電話がかかってこなかった」ということでありました。 

 しかし、住民は、聞き取りにくくても、役場に電話するというのはなかなかちゅうちょ

するものです。それで、こういった方法で本当に検証、把握ができるというふうにお考え

なんでしょうか。その点についてお聞きしたいというふうに思います。 

町長公室（柏原 憲一公室長） 

 議長。 

議長（杉原 健士議員） 

 公室長。 

町長公室（柏原 憲一公室長） 

 まずは、今月１２月４日、それからまた令和２年の２月１９日ですね、そういった試験

放送がございますので、そういう中で聞き取りがしにくいかどうかということについて

は、そういうふうな状況であればご意見をお伺いしていきたいなというふうには考えてお

ります。 

 あわせて、これをやれば全てがというふうな伝達手段というようなものもなかなか難し

いというふうに考えておりますので、できるだけ伝達方法の多重化というようなところで

繰り返し、さっきの見解と繰り返しになりますが、防災行政無線の聞き直しができる自動

応答装置の導入ですとか、携帯電話に対するメールの発信システムの整備ですとか、そう

いったことについても順次整備したところでございますので、またあわせて今後、希望さ

れる方に対しましては電話やファクスを活用した情報伝達システムの構築というようなこ

とについても今作業を進めるところでございますので、あわせてご理解のほうよろしくお

願い申し上げます。 

１１番（河野 隆子議員） 

 議長。 

議長（杉原 健士議員） 

 河野議員。 

１１番（河野 隆子議員） 

 これは広報に１２月４日載せてもらっているわけなんですけど、広報、１９ページ建て

でございます。真ん中の７ページにこれが載っているわけなんですね。これではなかなか

住民には目に、１ページずつきっちりと見ていただいたらわかりますけど、なかなか住民

の方、広報をぱらぱらと見る方が多いというふうに思いますので、これを効果的に使うと
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したらどんと表紙に載せてもらうと、そういったことも考えていくべきではないでしょう

か。やはり声を聞くなら住民アンケート、これが確実な手法であると、そんなに難しいこ

とではないというふうに私は思うんですけれども、住民アンケートについてはいかがです

か。 

町長公室（柏原 憲一公室長） 

 議長。 

議長（杉原 健士議員） 

 公室長。 

町長公室（柏原 憲一公室長） 

 数の問題もあるかと思いますので、広報紙に掲載したんですが、なかなか見にくいとい

うのであれば、その広報紙の掲載をする場所といいますか仕方といいますか、そのあたり

についても工夫してまいりたいというふうに考えております。 

１１番（河野 隆子議員） 

 議長。 

議長（杉原 健士議員） 

 河野議員。 

１１番（河野 隆子議員） 

 アンケートも約７，０００世帯ですか、忠岡町で。そんなに手間のかかるものではない

というふうに思うんです。逆に、しないというのは、聞こえにくいという回答が多く寄せ

られると困るという意識もそこにあるのではないかなと、悪いように考えるわけなんで

す。そう思われても仕方がないんじゃないかというふうに思います。 

 防災行政無線のデジタル化によって本町全体を網羅できると、当時説明があったわけな

んです。しかし、かえって聞こえにくいと、聞こえにくくなったという声が聞かれており

ます。デジタル化した防災無線は、お聞きしたところによるとアメリカのエルラド製で、

本町はネジを切った形状であります。府下ではこのエルラド製を設置しているのは、高石

市、大阪市、羽曳野、高槻市とお聞きしました。しかし、全てがラッパ型だというふうに

教えていただきました。では、本町はなぜラッパ型にしなかったのかというふうに思うん

です。今までこういった声があるということは、構造上の問題があるんではないかと、そ

ういうふうに思います。検証が必要ではないかというふうに考えます。 

 また、もともとついておりました防災行政無線、小さいやつですね。あれも四方に４つ

ラッパがついてあったものも、デジタル化することによって１方向、１つしかラッパが、

３つ取ってしまって１つしか、１方向しかつけていない防災行政無線もあるので、もとに

戻すと、四方にラッパをまたつけると、もとに戻すということも必要ではないかと思いま

すので、個別受信機とあわせて、そういったことも検討していただきたいというふうに思

います。最後に答弁をお願いいたします。 
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議長（杉原 健士議員） 

 公室長。 

町長公室（柏原 憲一公室長） 

 引き続き迅速な情報提供ができるように、我々も情報の伝達手段の多重化ということに

ついては、引き続き検討してまいりたいと考えておりますので、ご理解のほうよろしくお

願い申し上げます。 

１１番（河野 隆子議員） 

 議長。 

議長（杉原 健士議員） 

 河野議員。 

１１番（河野 隆子議員） 

 正確な情報をいち早く住民の方にお知らせすると、これはもう行政の責務ですからよろ

しくお願いしたいと思います。 

 ここで最後の質問にします。介護保険の減免制度です。 

 もう多くは言いませんけども、第７期ですね。介護保険事業、今第７期目、非常に基準

額が２４．１％上がったと、これは何遍も言わしていただいております。このことによっ

て府下７番目に高い保険料になったわけなんですが、党議員団で全戸配布したアンケート

での回答でも、約７割の方が「介護保険料が高過ぎる」「下げてほしい」という回答が寄

せられておりました。本町は保険料が高いと認識しておられますでしょうか。 

 また、現在の減免制度、この対象者は第３段階の人であります。こういった方が減額さ

れるわけなんですけど、１つ例を挙げますと、年金収入しかない国民年金の方、１カ月約

６万７，０００円です。こういった方が介護保険料６，５５０円取られているんですね。

この方は第５段階です。こう考えると収入の１割が保険料でなくなる。そして、先ほど是

枝議員も指摘しましたように、国保料もかなり高い。両方引かれるということは大変な負

担増になっているわけなんです。 

 そこで、本町は減免制度の拡充ですね。せめて第４段階の人。第４段階というのは本人

は町民税非課税で、所得金額、課税年金収入額が８０万円以下である。しかしながら、世

帯で町民税を払っている人がおれば第４段階になるということですね。無年金でもこの段

階になるわけなんです。こういった方にせめて拡充が必要ではないかというふうに思いま

すが、いかがでしょうか。 

議長（杉原 健士議員） 

 東部長。 

健康福祉部（東 祥子部長） 

 議員仰せの介護保険料につきましては、前回の改正によりまして上がっておるというと

ころは認識しておるところでございます。しかし、介護保険料の減免制度の拡充、第４段
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階にもということでございますが、平成２２年度に減免対象者の要件を緩和させていただ

きました。本町の減免対象となる収入基準額の年収１２０万円以下は近隣市と比べても標

準的な金額でございます。また、介護保険料減免額につきましては、全額、第１号被保険

者保険料で賄うということになっておりますので、対象者の拡大は介護保険料基準額のこ

とにもつながってまいります。 

 また国のほうは、令和元年度１０月からの消費税の改定により、低所得者の保険料に係

る負担の増大を抑制する観点から、今後の高齢化の進展に伴う保険料水準の上昇に対応す

るため、低所得者の１号保険料について、基準額に乗じることにより負担を軽減している

割合をさらに引き上げを行ったところでございます。何度も申し上げますが、第４段階ま

での減免制度の拡充につきましては、近隣市にも影響を及ぼすことも考えられることから

慎重に検討してまいりたいと思います。 

１１番（河野 隆子議員） 

 議長。 

議長（杉原 健士議員） 

 河野議員。 

１１番（河野 隆子議員） 

 減免すると保険料にもはね上がるということでありますけれども、一般会計から繰り入

れをすると保険料には反映されないわけなんです。そういったことで一般会計からの繰り

入れ、これはお考えになりませんか。それとあわせて、高いという認識、これはおありで

しょうか。あわせてお答えをお願いいたします。 

議長（杉原 健士議員） 

 東部長。 

健康福祉部（東 祥子部長） 

 一般会計からの繰り入れにつきましては、一般会計の財政状況も大変ということもござ

いまして、繰り入れする予定はございません。保険料につきましては先ほど申し上げまし

たとおり、前回の改定時には保険料が上がったということは認識しております。 

１１番（河野 隆子議員） 

 議長。 

議長（杉原 健士議員） 

 河野議員。 

１１番（河野 隆子議員） 

 なぜ一般会計から入れないのかということですね。法的にも入れてはいけないという規

定や制裁措置はないわけなんです。その理由は何かと、それをお聞きするのと、あわせて

最後の質問もしますので、あわせて答弁をお願いしたいと思います。 

 利用料の減免ですね。一応本町も非常に高齢化が進んでおりますので、現在の介護認定
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者は何人で、そのうち介護保険でサービスを受けておられる方の割合はどういうふうにな

っておられますか。すみません、端的にお答え願います。 

議長（杉原 健士議員） 

 東部長。 

健康福祉部（東 祥子部長） 

 なぜ一般会計から繰り入れをしないのかというところでございますが、一応保険料の単

独減免に対する考え方ということで、保険料の全額減免、収入のみに着目した一律減免、

保険料減免に対する一般財源の投入というとこら辺に当たりまして、一応三原則を遵守す

るようにということで国のほうから求められておりますので、この三原則の遵守に関して

適正に行ってまいりたいと思いますので、ご理解のほどよろしくお願いいたします。 

 それと、利用料の減免の分につきましてでございます。現在のところ平成３０年度末で

被保険者は４，８３３人、認定者は１，０５２人ということで、認定率は２１．８％でご

ざいます。そのうち利用されている割合ということになりますと、利用者が８０８人とい

うことでございまして、利用率は７６．８％ということでございます。 

議長（杉原 健士議員） 

 はい、一言どうぞ。 

１１番（河野 隆子議員） 

 すみません。高いということは認識されているということと、それから一般会計の繰り

入れは国から求められているということで、法的根拠、絶対に入れてはいけないというこ

とではありませんので、一般会計からの繰り入れはぜひしていただきたいというふうに思

います。 

 それから利用料の減免ですね。今お聞きしますと、認定を受けてても７７％しかサービ

スを受けていないと。やっぱり１割負担が負担増になって、使いたくても使えないという

方もいらっしゃると思いますので、ぜひ、利用料の減免のほうも今後検討していっていた

だきたいというふうに要望して終わります。 

議長（杉原 健士議員） 

 以上で、河野隆子議員の一般質問を終結いたします。 

 これをもって一般質問を終わります。 

 

議長（杉原 健士議員） 

 日程第５ 認定第１号 平成３０年度忠岡町一般会計及び各特別会計歳入歳出決算認定

について、並びに認定第２号 平成３０年度忠岡町水道事業会計決算認定について、以上

２件一括して議題といたします。 

 本件は、去る９月９日開会の第３回定例議会におきまして、決算審査特別委員会に付託

し、その審査を閉会中の継続審査に付した次第であります。 
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 これより、三宅良矢委員長に審査の結果報告を求めます。 

決算審査特別委員長（三宅良矢議員） 

 議長。 

議長（杉原 健士議員） 

 三宅議員。 

決算審査特別委員長（三宅議員議員） 

 議長のお許しをいただきまして、ただいまから決算審査特別委員会委員長報告をさせて

いただきます。 

 本件は、令和元年９月９日開会の第３回定例会におきまして、本特別委員会に付託さ

れ、閉会中の継続審査となりました平成３０年度忠岡町一般会計、各特別会計歳入歳出決

算並びに忠岡町水道事業決算の認定について、審査の経過及び結果について、ご報告申し

上げます。 

 委員会は、１０月９日から１１日までの３日間にわたり、町長、教育長ほか関係職員の

出席を求め、一般会計及び各特別会計並びに企業会計について、健全な財政運営を維持し

ながら、予算の目的に沿った効率的、効果的な執行がなされたか、さらに事業効果につい

てどうであったかなど、綿密かつ慎重に審査した次第でございます。 

 出席委員は、杉原健士委員、小島みゆき委員、是枝綾子委員、松井匡仁委員、前川和也

委員と私、三宅良矢出席のもと審査を行いました。 

 各会計の歳入歳出決算高は、既に議員各位に配布されております決算書のとおりでござ

います。 

 財政課より平成３０年度の一般会計の決算状況について説明がありました。経常収支比

率は１０３．９％で、前年度と比べて５．５ポイント改善いたしましたが、１７年連続で

１００％を超えており、現状では社会経済や行政需要の変化に対応した住民サービスの提

供について、柔軟に対応することが容易でない状況がなお続いているとのことでありま

す。 

 平成３０年度の決算収支については、地方交付税やふるさと忠岡応援寄附金等の増によ

り、収支については、黒字となっております。 

 実質収支は前年比６，０５２万５，０００円増の７，２１０万２，０００円の黒字とな

ったことで、単年度収支についても改善され、３０年度は財政調整基金を取り崩すことな

く単年度収支が黒字となりました。 

 歳入決算額は６９億１，４８７万５，０００円で、前年度と比べますと５．８％の歳入

増となりました。この増加の主な要因は、地方交付税及びふるさと忠岡応援寄附金等が増

になったことによるものであります。配当割交付金や株式等譲渡所得割交付金、地方消費

税交付金の歳入が減少となり、一抹の憂いはありますが、全体的にはなお堅調な歳入状況

であると考えられます。 
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 歳出決算額は６８億３，９２９万３，０００円で、前年度と比べると５．０％の歳出増

となりました。認定こども園の施設整備補助金、スポーツセンター耐震化等整備工事、ク

リーンセンター煙突内筒整備工事の執行による投資的経費及び退職手当にかかる人件費の

増によるとのことです。 

 また、平成３０年９月に発生した台風２１号に係る災害復旧等経費について、補正予算

で対応したものも含めますと総額で６，９０４万８，０００円になるとのことです。な

お、これらについては国や府からの支出金や交付税措置に関する起債などの一定の財源措

置によることで、町の持ち出しが半分近くの約３，３００万円に抑えられているとのこと

です。 

 平成３０年度は、経常収支比率算定式の分母となる経常一般財源の収入が地方交付税や

ふるさと忠岡応援寄附金等の増により増加し、分子となる経常経費充当一般財源のうち、

公債費が２１．６％、扶助費が６．１％減少したため改善しましたが、府下ワースト２位

であり、なお１００％超えの状況は今後も当面続くと見込まれるとのことです。 

 続いて、今後の財政収支見通しについて説明がありました。 

 財政調整基金を含む実質収支順におきましては、３０年度に限りますと３１年３月時点

での見通しより今回は７，０００万円増の４億３００万円となり、社会状況の先行きの影

響ははかり知れませんが、令和６年度に向けて堅調に増加していく予定であります。 

 実質公債費比率においては令和６年度には現状の１４．６％から６％へと減少し、それ

に伴い将来負担比率は現状の７０％台から４０％台を見込めております。経常収支比率１

００％を下回る予測についてのみ、前回の予算委員会時資料では令和元年に予定しており

ましたが、令和６年へと下方修正されておりました。 

 上記の内容に関する要因として、ふるさと忠岡応援寄附金については、令和２年度以降

２０％減で見込んでおり、扶助費の給付費関連については、２％の伸びを見込んでおりま

す。人件費については、定昇の１．１％で見込んでおり、クリーンセンクー運営経費につ

いては、令和元年度当初予算ベースで見込んでいるとのことでした。 

 また、主要な普通建設事業につきましては、令和２年度において新浜集会所解体工事

２，０００万円、東忠岡小学校第２体育館解体工事で４，０００万円、令和３年度から４

年度において、東忠岡地区認定こども園整備事業で７億６，０００万円、令和４年度にお

いてシビックセンター空調更新事業で１億円、令和５年度において忠岡幼稚園園舎転用化

事業で１億円を見込んでおり、令和６年度において文化会館外壁改修工事で１債円、各年

度それぞれ見込んでいるとのことでした。 

 次に、実質公債費比率の本町の数値は１４．６％であり、２９年度に庁舎建設債の大部

分の償還が完了したことにより、令和２年度には７％台の数値へと減少し改善することを

受けて、今後も健全な比率を保持できるよう起債発行についてはできる限り抑制に努める

との説明でありました。 
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 その後、各委員から熱心な質疑応答や、これからの町政運営に反映されるよう、意見、

要望が出されていますので、審査の詳しい内容につきましては、各会派に配布しておりま

す委員会の記録をご参照願いたいと存じます。 

 討論で各委員から出されました意見と要望でありますが、まず、前川和也委員は、 

 大阪維新の会の前川和也です。３０年度の決算審査が終わり、意見を申し上げます。 

 平成３０年度は、本町におきまして、台風の大災害により多くの家屋が損壊するなど、

過去に経験したこともないような甚大な被害が発生し、今もなおブルーシートの屋根が見

受けられることから、一日も早い復旧・復興をお祈り申し上げます。 

 さて、３０年度一般会計決算におきましては､歳入差引額は７，５５８万２，０００

円、実質単年度収支は１億５，６５８万４，０００円と、２９年度に比べ大きく改善し､

財政調整基金を取り崩すことなく単年度黒字とのことでしたが、経常収支比率が１０３． 

９％と、１７年連続で１００％を超えております。 

 国の財政状況から地方交付税についても厳しい状況にある中、今後も公共施設の老朽化

に伴う施設整備も見込まれるとともに、さらなる住民ニーズに的確に対応していくために

も、引き続き行財政改革、そして広域行政の推進を断行し、持続可能なまちづくりをお願

いいたします。 

 個別の政策について、歳入関係では、大阪府地域徴収機構への職員派遣等、徴収体制の

強化を図ったことでの徴収率の向上や、ポータルサイトの活用によるふるさと応援寄附金

の増について、取り組みを進めていただきました。これについては引き続き推進をしてい

ただきたいと思います。 

 歳出関係については、健康保持・増進において、健康マイレージ事業、各種健康診断事

業などを行うとともに、新たな事業として健幸まつりなども行われました。 

 引き続き内容の充実を図っていくなど、参加者の増に向けての取り組みをお願いいたし

ます。 

 教育、子育て支援の充実に向けては、忠岡地区において公私連携によるこども園の設

置、子ども医療の中学校卒業までの引き上げ、特別支援教育就学奨励費の新設、あすなろ

未来塾、英語教育関連事業の継続、拡充などに取り組んでいただきました。 

 ３０年度未には、第１次忠岡町子ども読書活動推進計画が策定されました。子どもの読

書活動は、言葉を学び、表現力を高め、想像力を豊かにし、人生をより深く生きる力を身

につけていく上で、欠くことができないものでありますことから、計画的な取り組みを進

めていただきますようにお願いいたします。 

 スポーツセンターにつきましては、耐震化工事を行い、住民から要望の多かった温水プ

ールについて指定管理者制度への移行に向けた取り組みにより、３１年度から通年営業さ

れることとなりました。引き続き、積極的に民間の活力導入について取り組んでいただき

たいと思います。 
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 水道事業につきましては、３１年度４月から大阪広域水道企業団と統合されました。支

障なく移行できるよう状況を注視していただく必要があります。 

 観光事業におきましても広域化が実施されました。財政からの観点だけではなく、小さ

な町単独では得ることができないようなスケールメリットを生かした事業の実現に向け

て、さまざまな行政分野においてより一層の広域行政の推進にも力を入れていただきます

ようお願いいたしまして、３０年度決算につきましては認定といたします。 

 次に松井匡仁委員は、 

 無所属なだ会、松井です。平成３０年度一般会計、各特別会計、水道事業会計につきま

して意見を申し述べます。 

 本年度一般会計決算におきましては、景気回復に伴う税収の増加に加え、町長を初めと

する理事者の皆さんの懸命な財政再建努力、また、全国からの熱い応援寄附と、それにか

かわっていただきました本町事業者様の応援、そして何よりも長きにわたり我慢に我慢を

重ねてくださった忠岡町民の皆様の努力の結果、単年度ではありますが、財政調整基金を

取り崩すことなく、黒字の決算委員会を開くことができました。ありがとうございまし

た。 

 本年度におきましては、認定こども園の開園やスポーツセンターの開設など、新たな施

策の年度となりました。 

 また、地方税の徴収強化対策事業におきましては、滞納繰越徴収率が大阪府内１位を達

成したとの報告がありましたこと、高く評価したいと思います。 

 予算におきましては、「忠岡町民の命と財産を守る、安心・安全なまちづくり」の実現

のため、防犯事業、交通安全対策費用、防災対策費用、施設老朽化対策費用などのさらな

る強化を期待し、本決算を認定いたします。 

 次に、小島みゆき副委員長は、 

 平成３０年度忠岡町一般会計及び各特別会計歳入歳出決算について、公明党の意見を申

し上げます。 

 平成３０年度決算は７，２１０万円の黒字との説明であります。中身については主に、

地方交付税、ふるさと忠岡応援寄附金、個人住民税、法人町民税の増によるものであると

のことで、一方では、平成３１年度に向け、認定こども園施設整備事業、スポーツセンタ

ー整備事業などによる２億１，０００万円の町債の増であります。 

 認定こども園については、開園に向け我が党も推進してきたところであり、スポーツセ

ンターについては、再開を願っていた住民の声であり、評価するものであります。 

 そしてこの年、９月４目に台風２１号による甚大な被害を本町も受けました。１年が経

過し、ようやく復旧したかのように思います。 

 昨今の自然災害は、想像以上のものがあり、引き続き防災減災対策に取り組まれるよ

う、また少子高齢化、人口減少化についても待ったなしであり、果敢に取り組んでいただ
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くことを要望し、本決算を認定いたします。 

 次に杉原健士委員は、 

 本年は１０月に町制施行８０周年という記念すべき年でありまして、昨年度は皆さん述

べられておりますように台風被害とか甚大な被害を受けておりまして、まだまだ完璧にお

家の整備等々をやっていない方々が多数おることに心からお見舞いしたいと思います。 

 それでは、呈祥会、杉原の意見を述べさせていただきます。 

 平成３０年度忠岡町一般会計、各特別会計の歳入歳出決算の意見を述べます。形式収支

は７，５５８万２，３１０円、実質収支は７，２１０万２，３１０円で黒字となってい

る。単年度の収支については、歳入において、個人町民税、法人町民税は増となったが、

固定資産税が減となり、町税全体では１，２５７万８，０００円の減となっております。 

 地方交付税の増、地方消費税交付金の減、国庫支出金は保育所等整備交付金などの増に

より２，８４０万９，０００円の増、府支出金は認定こども園整備事業やスポーツセンタ

ー整備事業債などの増により２億１，０４８万７，０００円の増となっています。 

 一方、歳出では、扶助費の減、公債費ではシビックセンター建設債などの償還完了に伴

い減となり、スポーツセンター耐震化等整備工事や認定こども園整備補助金などが、かわ

って増となっているところであります。 

 平成２６年度から平成２９年度の４年間において､財政調整基金を取り崩して収支を調

整していましたが、平成３０年度決算において、財調を取り崩すことなく７，２１０万円

の黒字となったのは評価できるところでございます。なお、庁舎建設債の大部分の償還が

完了となったことから収支は改善される見込みでありますが、今後も新たな支出に備える

べく引き続き財政健全化に努めてほしいものでございます。 

 今決算でもいろいろと委員からの指摘がありましたように、入札方法の見直し、クリー

ンセンターの速やかな広域化、ちょっとした小さな委託料に至っても毎年同じ答弁を繰り

返しておりますが、我々議会と理事者皆様が今後も両輪となって、あすの忠岡町へと前進

していきたいと思います。 

 よって、本決算には賛成いたします。 

 次に是被綾子委員は、 

 ２０１８年度決算について日本共産党議員団の意見を申し上げます。 

 この年度、昨年は、９月４日の台風２１号という大変大きな被害があり、いまだブルー

シートがかかっている家も目立ちます。国や府、町としての被災者支援が今後も求められ

ているところであります。 

 この年度は、台風２１号の被害の対応という大きな行政課題がありました。職員の方々

は、災害ごみの回収・処分の対応を初め、被害を受けた公共施設の修理や被災された住民

への対応にと奮闘されました。災害対策については多くの課題が見え、今後の対策に生か

すべく検討がされているところであります。防災・災害対策の計画の整備を求めてまいり
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たいと思います。 

 本町の財政状況は、シビックセンター債の償還がこの年度で終わったため、公債費が減

り、今後は公債費比率・経常収支比率がともに改善していく見通しであります。財政調整

基金をこの年度は取り崩すことなく、実質収支は７，２１０万２，０００円の黒字となり

ました。 

 歳入では、地方交付税の障がい児保育の密度補正係数の見直しだけでも１億円余りの増

となり、ふるさと応援寄附金が約１億５，０００万円ありました。 

 歳出では、この年度の主な施策として、子ども医療費助成の通院分も中学校卒業までの

拡充、就学援助の小学校入学準備金の前倒し支給、支援教育奨励費の実施、子ども食堂へ

の補助、指定管理ではありますが温水プール再開のための耐震化工事、保護者の要望に応

え、忠岡東幼稚園のリズム室にエアコンの設置などがありました。 

 大きな問題としては、①国保の都道府県化で低所得の方の保険料が上がったこと、②介

護保険料２４％の値上げが行われたこと、③町立忠岡保育所と忠岡幼稚園を民営化した認

定こども園化する予算が生まれたこと、そして④広域化を進めているのにクリーンセンタ

ーの長期包括を今後さらに１０年も延長する計画が行われようとしていたこと。しかし、

クリーンセンターの今後１０年のこの計画案は議会で否決され､とりあえず１年間は単年

度契約することになりました。 

 決算審議の中で、入札における最低制限価格の事前公表など入札制度の改善、ごみ処理

の広域化協議の前進の報告、中小企業利子補給の引き続きの実施、介護保険の総合事業で

も現行相当サービスで介護水準を維持、来年度から始まる会計年度任用職員制度では、臨

時職員の労働条件を向上させることなどが表明されました。 

 財政運営については、行政の無駄を省き、町民の暮らしの予算拡大に使われることを強

く求めます。そのためには、①消費税交付金の社会保障分は一般財源の置きかえではな

く、１億３，２３０万９，０００円ありますので、福祉の向上のために使われること。 

 ②ふるさと納税でこの間基金に積んできた２億８，９３６万７，０００円は、１円も取

り崩していないため、町民福祉施策の前進に使われること。 

 ③委託契約については、随意契約や包括的ではなく、委託金額をきちんと見直しをされ

ること。 

 ④不要不急の公共事業は行われないことを強く求めます。 

 さらに、①子ども医療費の助成制度は高校卒業まで拡充されること、②国保料・介護保

険料は高過ぎるので引き下げをされること、③トイレのない忠岡小学校の校舎内にトイレ

を設置されること、④避難所ともなる学校体育館にエアコンを設置されること、⑤日曜健

診の回数をふやすこと、⑥集会所トイレの洋式化などに取り組まれることなどを要望いた

します。 

 町民の声をよく聞いて､町民本位の町政を行っていただきますよう強く求めて、２０１
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８年度決算を認めます。 

 以上が各委員の意見でありました。 

 本特別委員会としては、平成３０年度忠岡町一般会計及び各特別会計歳入歳出決算並び

に忠岡町水道事業決算の認定について、一括採決いたしましたところ、全会一致により原

案のとおり「認定すべきもの」と決した次第でございます。 

 最後に、今回の審査にあたっては、３日間を通じて多岐にわたり質疑が展開されまし

た。しかもその多くは、強い要望、意見、指摘として出されました。 

 したがいまして、厳しい財政運営が続く中でありますが、理事者におかれましては、本

委員会内でございました指摘事項等を十二分に踏まえていただき、本町財政の効率的運用

を図ることはもちろんのこと、財政健全安定化に向けてより一層取り組みを強められたい

こと、また住民サービスの維持向上にも鋭意努力を傾注されますよう、あわせて強く要望

いたしまして、決算審査特別委員会の委員長報告とさせていただきます。 

 令和元年１２月１２日          決算審査特別委員会委員長 三宅 良矢 

 以上です。 

議長（杉原 健士議員） 

 報告は、以上のとおりです。 

 ただいまの委員長報告に対するご質疑をお受けいたします。ご質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議長（杉原 健士議員） 

 ご質疑ないようですので、質疑を終結いたします。 

議長（杉原 健士議員） 

 これより、討論に入ります。 

 討論は、ありませんか。 

（な  し） 

議長（杉原 健士議員） 

 ないようですので、討論を終結いたします。 

議長（杉原 健士議員） 

 これより日程第５ 認定第１号 平成３０年度忠岡町一般会計及び各特別会計歳入歳出

決算認定について、並びに認定第２号 平成３０年度忠岡町水道事業会計決算認定につい

て、以上２件一括して採決いたします。 

 委員長報告どおり認定することに決定してご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議長（杉原 健士議員） 

 ご異議ないものと認め、本件は、決算審査特別委員会委員長報告のとおり認定すること

に決定いたしました。 
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議長（杉原 健士議員） 

 日程第６ 忠議第１号 忠岡町報酬及び費用弁償条例の一部改正についてを議題といた

します。 

 事務局長より、議案を朗読させます。 

（事務局長：議案朗読） 

議長（杉原 健士議員） 

 本件について、提案者の三宅議員より提案理由の説明を求めます。 

８番（三宅 良矢議員） 

 議長。 

議長（杉原 健士議員） 

 三宅議員。 

８番（三宅 良矢議員） 

 本案につきまして趣旨説明をさせていただきます。 

 本議案は、忠岡町報酬及び費用弁償条例（昭和２８年６月１８日条例第９号）の一部に

つき、本町の議会議員の職に現についている者に関してのみ、本条例の別表に定められて

おります附属機関の委員及びその他の特別職非常勤の職員につきまして、これまでは議員

報酬とは別に出席に応じて支給されていたものを今後は支給しないことに定めを変更した

内容であります。 

 全議員の賛同をいただきますことを切に願います。 

 以上です。 

議長（杉原 健士議員） 

 提案理由は、以上のとおりです。 

 本件につきましては、質疑・討論及び委員会付託を省略し、直ちに採決したいと思いま

すが、これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議長（杉原 健士議員） 

 異議ないものと認め、これより忠議第１号 忠岡町報酬及び費用弁償条例の一部改正に

ついて、採決いたします。 

 原案のとおり可決することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議長（杉原 健士議員） 

 異議ないものと認め、本件は、原案のとおり可決することに決定しました。 

 

議長（杉原 健士議員） 
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 日程第７ 議案第５４号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについてを議題

といたします。 

 事務局長より、議案を朗読させます。 

（事務局長：議案朗読） 

議長（杉原 健士議員） 

 本件について、提案理由の説明を求めます。 

町長（和田 吉衛町長） 

 はい。 

議長（杉原 健士議員） 

 町長。 

町長（和田 吉衛町長） 

 議案第５４号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて、ご説明申し上げ

ます。 

 本町人権擁護委員、前川喜代治氏は、令和２年６月３０日をもって任期満了となります

が、引き続き、同氏を推薦いたしたく、議会の意見を求めるものでございます。 

 同氏は、人格、識見ともに優れ、適任者と思われますので、ご賛同賜りますよう、よろ

しくお願い申し上げます。 

議長（杉原 健士議員） 

 提案理由は、以上のとおりです。 

 ご質疑をお受けいたします。ご質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議長（杉原 健士議員） 

 ご質疑ないようですので、質疑を終結いたします。 

議長（杉原 健士議員） 

 お諮りいたします。 

 本件は、会議規則第３９条第３項の規定により、委員会付託を省略してご異議ありませ

んか。 

（「異議なし」の声あり） 

議長（杉原 健士議員） 

 異議ないものと認め、委員会付託を省略することに決定いたしました。 

議長（杉原 健士議員） 

 これより、討論に入ります。 

 討論は、ありませんか。 

（な  し） 

議長（杉原 健士議員） 
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 ないようですので、討論を終結いたします。 

議長（杉原 健士議員） 

 これより、議案第５４号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて、採決

いたします。 

 原案のとおり承認することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議長（杉原 健士議員） 

 異議ないものと認め、本件は、原案のとおり承認することに決定しました。 

 

議長（杉原 健士議員） 

 日程第８ 議案第５５号 忠岡町固定資産評価審査委員会委員の選任についてを議題と

いたします。 

 事務局長より、議案を朗読させます。 

（事務局長：議案朗読） 

議長（杉原 健士議員） 

 本件について、提案理由の説明を求めます。 

町長（和田 吉衛町長） 

 はい。 

議長（杉原 健士議員） 

 町長。 

町長（和田 吉衛町長） 

 議案第５５号 忠岡町固定資産評価審査委員会委員の選任について、ご説明申し上げま

す。 

 本町固定資産評価審査委員会委員 正木秀憲氏は、令和２年３月１日をもって任期満了

となりますが、引き続き、同委員に選任いたしたく、議会の同意を求めるものでございま

す。 

 同氏は、人格、識見ともに優れ、適任者と思われますので、ご賛同賜りますよう、よろ

しくお願い申し上げます。 

議長（杉原 健士議員） 

 提案理由は、以上のとおりです。 

 ご質疑をお受けいたします。ご質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議長（杉原 健士議員） 

 ご質疑ないようですので、質疑を終結いたします。 

議長（杉原 健士議員） 
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 お諮りいたします。 

 本件は、会議規則第３９条第３項の規定により、委員会付託を省略してご異議ありませ

んか。 

（「異議なし」の声あり） 

議長（杉原 健士議員） 

 異議ないものと認め、委員会付託を省略することに決定いたしました。 

議長（杉原 健士議員） 

 これより、討論に入ります。 

 討論は、ありませんか。 

（な  し） 

議長（杉原 健士議員） 

 ないようですので、討論を終結いたします。 

議長（杉原 健士議員） 

 これより、議案第５５号 忠岡町固定資産評価審査委員会委員の選任について、採決い

たします。 

 原案のとおり可決することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議長（杉原 健士議員） 

 異議ないものと認め、本件は、原案のとおり可決することに決定しました。 

 

議長（杉原 健士議員） 

 日程第９ 議案第５６号 公益的法人等への職員の派遣等に関する条例の制定について

を議題といたします。 

 事務局長より、議案を朗読させます。 

（事務局長：議案朗読） 

議長（杉原 健士議員） 

 本件について、提案理由の説明を求めます。 

町長（和田 吉衛町長） 

 はい。 

議長（杉原 健士議員） 

 町長。 

町長（和田 吉衛町長） 

 議案第５６号 公益的法人等への職員の派遣等に関する条例の制定について、ご説明申

し上げます。 

 本件は、地域の振興、住民の生活の向上等の推進に関する業務を行う団体のうち、その
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業務の全部又は一部が地方公共団体の事務と密接な関係にある公益的法人等に対し人的資

源を派遣することにより、地方公共団体の諸施策の推進を図るため、公益的法人等への一

般職の地方公務員の派遣等に関する法律第２条の規定に基づき、本条例を制定するもので

ございます。 

 どうぞ、よろしくご承認のほどお願い申し上げます。 

議長（杉原 健士議員） 

 提案理由は、以上のとおりです。 

 ご質疑をお受けいたします。ご質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議長（杉原 健士議員） 

 ご質疑ないようですので、質疑を終結いたします。 

議長（杉原 健士議員） 

 お諮りいたします。 

 本件は、会議規則第３９条第３項の規定により、委員会付託を省略してご異議ありませ

んか。 

（「異議なし」の声あり） 

議長（杉原 健士議員） 

 異議ないものと認め、委員会付託を省略することに決定いたしました。 

議長（杉原 健士議員） 

 これより、討論に入ります。 

 討論は、ありませんか。 

（な  し） 

議長（杉原 健士議員） 

 ないようですので、討論を終結いたします。 

議長（杉原 健士議員） 

 これより、議案第５６号 公益的法人等への職員の派遣等に関する条例の制定につい

て、採決いたします。 

 原案のとおり可決することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議長（杉原 健士議員） 

 ご異議ないものと認め、本件は、原案のとおり承認することに決定しました。 

 

議長（杉原 健士議員） 

 日程第１０ 議案第５７号 忠岡町会計年度任用職員の給与等に関する条例の制定につ

いてを議題といたします。 
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 事務局長より、議案を朗読させます。 

（事務局長：議案朗読） 

議長（杉原 健士議員） 

 本件について、提案理由の説明を求めます。 

町長（和田 吉衛町長） 

 はい。 

議長（杉原 健士議員） 

 町長。 

町長（和田 吉衛町長） 

 議案第５７号 忠岡町会計年度任用職員の給与等に関する条例の制定について、ご説明

申し上げます。 

 本件は、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行による会計年度任用

職員制度の導入に伴い、会計年度任用職員の給与等を定めるため、本条例を制定するもの

でございます。 

 どうぞ、よろしくご審議のほど、お願い申し上げます。 

議長（杉原 健士議員） 

 提案理由は、以上のとおりです。 

 ご質疑をお受けいたします。ご質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議長（杉原 健士議員） 

 ご質疑ないようですので、質疑を終結いたします。 

議長（杉原 健士議員） 

 お諮りいたします。 

 本件は、会議規則第３９条第３項の規定により、委員会付託を省略してご異議ありませ

んか。 

（「異議なし」の声あり） 

議長（杉原 健士議員） 

 異議ないものと認め、委員会付託を省略することに決定いたしました。 

議長（杉原 健士議員） 

 これより、討論に入ります。 

 討論は、ありませんか。 

（な  し） 

議長（杉原 健士議員） 

 ないようですので、討論を終結いたします。 

議長（杉原 健士議員） 
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 これより、議案第５７号 忠岡町会計年度任用職員の給与等に関する条例の制定につい

て、採決いたします。 

 原案のとおり可決することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議長（杉原 健士議員） 

 異議ないものと認め、本件は、原案のとおり可決することに決定しました。 

 

議長（杉原 健士議員） 

 日程第１１ 議案第５８号 地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行

に伴う関係条例の整備に関する条例の制定について、議題といたします。 

 事務局長より、議案を朗読させます。 

（事務局長：議案朗読） 

議長（杉原 健士議員） 

 本件について、提案理由の説明を求めます。 

町長（和田 吉衛町長） 

 はい。 

議長（杉原 健士議員） 

 町長。 

町長（和田 吉衛町長） 

 議案第５８号 地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条

例の整備に関する条例の制定について、ご説明申し上げます。 

 本件は、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行による会計年度任用

職員制度の導入に伴い、関係条例１０本を一括して改正するため、本条例を制定するもの

でございます。 

 どうぞ、よろしくご審議のほど、お願い申し上げます。 

議長（杉原 健士議員） 

 提案理由は、以上のとおりです。 

 ご質疑をお受けいたします。ご質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議長（杉原 健士議員） 

 ご質疑ないようですので、質疑を終結いたします。 

議長（杉原 健士議員） 

 お諮りいたします。 

 本件は、会議規則第３９条第３項の規定により、委員会付託を省略してご異議ありませ

んか。 
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（「異議なし」の声あり） 

議長（杉原 健士議員） 

 異議ないものと認め、委員会付託を省略することに決定いたしました。 

議長（杉原 健士議員） 

 これより、討論に入ります。 

 討論は、ありませんか。 

（な  し） 

議長（杉原 健士議員） 

 ないようですので、討論を終結いたします。 

議長（杉原 健士議員） 

 これより、議案第５８号 地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に

伴う関係条例の整備に関する条例の制定について、採決いたします。 

 原案のとおり可決することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議長（杉原 健士議員） 

 異議ないものと認め、本件は、原案のとおり可決することに決定しました。 

 

議長（杉原 健士議員） 

 日程第１２ 議案第５９号 忠岡町教育委員会委員定数条例の制定についてを議題とい

たします。 

 事務局長より、議案を朗読させます。 

（事務局長：議案朗読） 

議長（杉原 健士議員） 

 本件について、提案理由の説明を求めます。 

町長（和田 吉衛町長） 

 はい。 

議長（杉原 健士議員） 

 町長。 

町長（和田 吉衛町長） 

 議案第５９号 忠岡町教育委員会委員定数条例の制定について、ご説明申し上げます。 

 本件は、少子化や核家族化などの影響で教育環境も複雑・多様化するなかで地域住民の

多様な意向をより一層広く反映させるため、地方行政の組織及び運営に関する法律第３条

ただし書の規定に基づき、本町教育委員会委員の数を定めるべく、本条例を制定するもの

でございます。 

 どうぞ、よろしくご審議のほど、お願い申し上げます。 
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議長（杉原 健士議員） 

 提案理由は、以上のとおりです。 

 ご質疑をお受けいたします。ご質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議長（杉原 健士議員） 

 ご質疑ないようですので、質疑を終結いたします。 

議長（杉原 健士議員） 

 お諮りいたします。 

 本件は、会議規則第３９条第３項の規定により、委員会付託を省略してご異議ありませ

んか。 

（「異議なし」の声あり） 

議長（杉原 健士議員） 

 異議ないものと認め、委員会付託を省略することに決定いたしました。 

議長（杉原 健士議員） 

 これより、討論に入ります。 

 討論は、ありませんか。 

（な  し） 

議長（杉原 健士議員） 

 ないようですので、討論を終結いたします。 

議長（杉原 健士議員） 

 これより、議案第５９号 忠岡町教育委員会委員定数条例の制定について、採決いたし

ます。 

 原案のとおり可決することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議長（杉原 健士議員） 

 異議ないものと認め、本件は、原案のとおり可決することに決定しました。 

 

議長（杉原 健士議員） 

 日程第１３ 議案第６０号 忠岡町特別職の職員の給与に関する条例の一部改正につい

てを議題といたします。 

 事務局長より、議案を朗読させます。 

（事務局長：議案朗読） 

議長（杉原 健士議員） 

 本件について、提案理由の説明を求めます。 

町長（和田 吉衛町長） 
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 はい。 

議長（杉原 健士議員） 

 町長。 

町長（和田 吉衛町長） 

 議案第６０号 忠岡町特別職の職員の給与に関する条例の一部改正について、ご説明申

し上げます。 

 本件は、人事院勧告による国家公務員の取り扱いに準じ、特別職の職員の期末手当を年

間０．０５月分引き上げるため、本条例を改正するものでございます。 

 どうぞ、よろしくご審議のほど、お願い申し上げます。 

議長（杉原 健士議員） 

 提案理由は、以上のとおりです。 

 ご質疑をお受けいたします。ご質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議長（杉原 健士議員） 

 ご質疑ないようですので、質疑を終結いたします。 

議長（杉原 健士議員） 

 お諮りいたします。 

 本件は、会議規則第３９条第３項の規定により、委員会付託を省略してご異議ありませ

んか。 

（「異議なし」の声あり） 

議長（杉原 健士議員） 

 異議ないものと認め、委員会付託を省略することに決定いたしました。 

議長（杉原 健士議員） 

 これより、討論に入ります。 

 討論は、ありませんか。 

（な  し） 

議長（杉原 健士議員） 

 ないようですので、討論を終結いたします。 

議長（杉原 健士議員） 

 これより、議案第６０号 忠岡町特別職の職員の給与に関する条例の一部改正につい

て、採決いたします。 

 原案のとおり可決することにご異議ありませんか。 

（「異議あり」の声あり） 

議長（杉原 健士議員） 

 異議がありますので、起立により採決いたします。 
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 原案に賛成の諸君の起立を求めます。 

（起立多数） 

議長（杉原 健士議員） 

 起立多数であります。よって、本案は、原案のとおり可決されました。 

 

議長（杉原 健士議員） 

 日程第１４ 議案第６１号 一般職の職員の給与に関する条例の一部改正についてを議

題といたします。 

 事務局長より、議案を朗読させます。 

（事務局長：議案朗読） 

議長（杉原 健士議員） 

 本件について、提案理由の説明を求めます。 

町長（和田 吉衛町長） 

 はい。 

議長（杉原 健士議員） 

 町長。 

町長（和田 吉衛町長） 

 議案第６１号 一般職の職員の給与に関する条例の一部改正について、ご説明申し上げ

ます。 

 本件は、人事院勧告による国家公務員の取り扱いに準じた給料・勤勉手当・住居手当の

改正、会計年度任用職員制度の導入及び成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化

等を図るための関係法律の整備に関する法律の施行による地方公務員法の改正に係る所要

の整備を行うため、本条例を改正するものでございます。 

 どうぞ、よろしくご審議のほど、お願い申し上げます。 

議長（杉原 健士議員） 

 提案理由は、以上のとおりです。 

 ご質疑をお受けいたします。ご質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議長（杉原 健士議員） 

 ご質疑ないようですので、質疑を終結いたします。 

議長（杉原 健士議員） 

 お諮りいたします。 

 本件は、会議規則第３９条第３項の規定により、委員会付託を省略してご異議ありませ

んか。 

（「異議なし」の声あり） 
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議長（杉原 健士議員） 

 異議ないものと認め、委員会付託を省略することに決定いたしました。 

議長（杉原 健士議員） 

 これより、討論に入ります。 

 討論は、ありませんか。 

（な  し） 

議長（杉原 健士議員） 

 ないようですので、討論を終結いたします。 

議長（杉原 健士議員） 

 これより、議案第６１号 一般職の職員の給与に関する条例の一部改正について、採決

いたします。 

 原案のとおり可決することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議長（杉原 健士議員） 

 異議ないものと認め、本件は、原案のとおり可決することに決定しました。 

 

議長（杉原 健士議員） 

 日程第１５ 議案第６２号 忠岡町職員退職手当に関する条例の一部改正ついてを議題

といたします。 

 事務局長より、議案を朗読させます。 

（事務局長：議案朗読） 

議長（杉原 健士議員） 

 本件について、提案理由の説明を求めます。 

町長（和田 吉衛町長） 

 はい。 

議長（杉原 健士議員） 

 町長。 

町長（和田 吉衛町長） 

 議案第６２号 忠岡町職員退職手当に関する条例の一部改正について、ご説明申し上げ

ます。 

 本件は、会計年度任用職員制度の導入及び成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適

正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の施行による地方公務員法の改正に係る

所要の整備を行うため、本条例を改正するものでございます。 

 どうぞ、よろしくご審議のほど、お願い申し上げます。 

議長（杉原 健士議員） 
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 提案理由は、以上のとおりです。 

 ご質疑をお受けいたします。ご質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議長（杉原 健士議員） 

 ご質疑ないようですので、質疑を終結いたします。 

議長（杉原 健士議員） 

 お諮りいたします。 

 本件は、会議規則第３９条第３項の規定により、委員会付託を省略してご異議ありませ

んか。 

（「異議なし」の声あり） 

議長（杉原 健士議員） 

 異議ないものと認め、委員会付託を省略することに決定いたしました。 

議長（杉原 健士議員） 

 これより、討論に入ります。 

 討論は、ありませんか。 

（な  し） 

議長（杉原 健士議員） 

 ないようですので、討論を終結いたします。 

議長（杉原 健士議員） 

 これより、議案第６２号 忠岡町職員退職手当に関する条例の一部改正について、採決

いたします。 

 原案のとおり可決することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議長（杉原 健士議員） 

 異議ないものと認め、本件は、原案のとおり可決することに決定しました。 

 

議長（杉原 健士議員） 

 日程第１６ 議案第６３号 忠岡町下水道条例の一部改正についてを議題といたしま

す。 

 事務局長より、議案を朗読させます。 

（事務局長：議案朗読） 

議長（杉原 健士議員） 

 本件について、提案理由の説明を求めます。 

町長（和田 吉衛町長） 

 はい。 
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議長（杉原 健士議員） 

 町長。 

町長（和田 吉衛町長） 

 議案第６３号 忠岡町下水道条例の一部改正について、ご説明申し上げます。 

 本件は、現在大阪府内各市町村で行っている下水道排水設備工事の責任技術者の登録業

務を、令和２年４月から大阪府下水道協会に一元化し、当協会にて資格者試験の実施から

登録までの業務を一括管理することにより、業務の効率化及び受益者の利便性を図るた

め、本条例を改正するものでございます。 

 どうぞ、よろしくご審議のほど、お願い申し上げます。 

議長（杉原 健士議員） 

 提案理由は、以上のとおりです。 

 ご質疑をお受けいたします。ご質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議長（杉原 健士議員） 

 ご質疑ないようですので、質疑を終結いたします。 

議長（杉原 健士議員） 

 お諮りいたします。 

 本件は、会議規則第３９条第３項の規定により、委員会付託を省略してご異議ありませ

んか。 

（「異議なし」の声あり） 

議長（杉原 健士議員） 

 異議ないものと認め、委員会付託を省略することに決定いたしました。 

議長（杉原 健士議員） 

 これより、討論に入ります。 

 討論は、ありませんか。 

（な  し） 

議長（杉原 健士議員） 

 ないようですので、討論を終結いたします。 

議長（杉原 健士議員） 

 これより、議案第６３号 忠岡町下水道条例の一部改正について、採決いたします。 

 原案のとおり可決することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議長（杉原 健士議員） 

 異議ないものと認め、本件は、原案のとおり可決することに決定いたしました。 
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議長（杉原 健士議員） 

 日程第１７ 議案第６４号 令和元年度忠岡町一般会計補正予算（第５号）についてを

議題といたします。 

 事務局長より、議案を朗読させます。 

（事務局長：議案朗読） 

議長（杉原 健士議員） 

 本件について、提案理由の説明を求めます。 

町長（和田 吉衛町長） 

 はい。 

議長（杉原 健士議員） 

 町長。 

町長（和田 吉衛町長） 

 議案第６４号 令和元年度忠岡町一般会計補正予算（第５号）について、ご説明申し上

げます。 

 今回の補正予算額は、９，３０２万１，０００円で、これを補正することにより、予算

総額は７０億３，４９２万５，０００円となります。 

 歳入につきましては、第９款 地方交付税で、普通交付税２，４３４万５，０００円を

計上、第１３款 国庫支出金で、国民健康保険基盤安定負担金５２万２，０００円を計

上、消防団設備整備費補助金２６万４，０００円を計上、第１４款 府支出金で、国民健

康保険基盤安定等負担金１６４万２，０００円を減額、第１６款 寄附金でふるさと忠岡

応援寄附金５，０００万円を計上、第１９款、諸収入で、後期高齢者医療保険定率負担金

精算金１，９５３万２，０００円を計上。 

 歳出につきましては、人件費において、給与改定実施等に伴う調整額を各款に計上して

おります。 

 その他につきましては、第２款 総務費で、財政調整基金積立金５，０００万円を計

上、ふるさと忠岡応援寄附金謝礼１，０２３万３，０００円を計上、ふるさと納税返礼品

配送手数料１７１万円を計上、寄附金決済等システム使用料２６万３，０００円を計上、

ふるさと納税広告料５８万３，０００円を減額、寄附金返礼品発送等業務委託料１，２２

２万８，０００円を計上、第３款 民生費で、国民健康保険基盤安定等繰出金１４９万

５，０００円を減額、職員給与費等繰出金２９万２，０００円を計上、過年度子どものた

めの教育・保育給付費府費負担金精算返還金６９万７，０００円を計上、第８款 土木費

で、街路灯修繕料１００万円を計上、下水道事業特別会計繰出金１５５万５，０００円を

計上、第９款 消防費で、救助活動用資機材購入費７９万２，０００円を計上、第１０款 

教育費で、過年度子どものための教育・保育給付費府費負担金精算返還金５万２，０００

円を計上するものであります。 
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 次に、債務負担行為の補正につきましては、都市再生整備計画策定事業について、期間

は令和元年度から令和２年度まで、限度額を７００万円、忠岡町クリーンセンター包括的

整備運営管理事業について、期間は令和元年度から令和５年度まで、限度額を１７億３，

０００万円と定めるものでございます。 

 どうぞ、よろしくご審議のほど、お願い申し上げます。 

議長（杉原 健士議員） 

 提案理由は、以上のとおりです。 

 ご質疑をお受けいたします。ご質疑ありませんか。 

５番（二家本英生議員） 

 議長。 

議長（杉原 健士議員） 

 二家本議員。 

５番（二家本英生議員） 

 議案書の６５ページと６８ページなんですけれども、ふるさと忠岡応援寄附金の件につ

いてお伺いしたいと思います。 

 この件に関しましては、先ほどの決算委員会の報告でもありましたとおり、今、２億

８，９００万ほど基金として積み立てております。積み立てるのは結構なんですけども、

そのうち１億２，９００万ほど、ここの３年間なんですけれども、１億２，９００万ほ

ど、ふるさと納税に関する費用として歳出しております。 

 ただ、この歳出方法なんですけれども、ふるさと基金のほうからいただいたお金からそ

の分経費として給付をして、残った分を基金に積み立てるんであればまだ話はわかるんで

すけども、歳出した分が一般財源から支出されているということが少し問題かと思いま

す。一般財源から支出されているということは、それにかかわる住民サービス、例えば街

路灯の設置とか道路の改修とか、こういう工事がなされていないところもあるということ

で、住民からの要望も「ここの道路を直してほしい」とか「ここの道が暗いんで街路灯を

つけてほしい」とか、そういう話がよく聞かれます。やはりその分を一般財源で使ってい

る分がありますので、どうしても住民サービスが落ちていると思われても仕方ない予算の

使い方だと思います。その辺に関してはどういうお考えでしょうか、お聞かせ願えますで

しょうか。 

町長公室（柏原 憲一公室長） 

 議長。 

議長（杉原 健士議員） 

 柏原公室長。 

町長公室（柏原 憲一公室長） 

 ふるさと納税につきましては、納付いただいて町の基金に積み立てておりまして、その
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分について今後必要な事業があればその事業の中に充てていくということでございますの

で、結局は議員おっしゃっていることと同じかとは思いますが、どっちに先に使うかでご

ざいますので。 

５番（二家本英生議員） 

 議長。 

議長（杉原 健士議員） 

 二家本議員。 

５番（二家本英生議員） 

 どちらが先に使うかという問題もあるとは思うんですけれども、今、住民の方たちが今

実際困っていること、これも寄附金で直していくということが今回の寄附金の目的の１つ

だと思います。寄附金の目的別というのもございますけれども、その中でも、例えば公共

施設の整備のほうに使ってくださいという、そういう目的の分も３，３００万ほど、今積

み立てはございます。あと、福祉のほうに関して使ってほしいというのも約１億１，３０

０万ほど、基金として積み立てております。このそれぞれの基金が忠岡町の今後の将来に

ついて、その建物とかで、そういうのに使ってほしいというのもあるんですけれども、あ

くまで住民サービスの向上、将来の向上もあるかもしれませんけども、現在住民たちが困

っているサービスに対してきちんと使うというのも１つの寄附金の使い方だと思います。

将来のために貯めておくんではなくて、今困っているところを住民の人たちに還元してい

くというお考えはないでしょうか。 

町長公室（柏原 憲一公室長） 

 議長。 

議長（杉原 健士議員） 

 公室長。 

町長公室（柏原 憲一公室長） 

 寄附金につきましては、住民さんの希望に沿ったところに積み立てているところでござ

います。福祉関係につきましては、それ以外もそうですが、特に福祉についてはこの後、

東地区のこども園の整備とかいろんな事業が控えておりますので、それらの事業を行うに

当たって必要なところで使ってまいりたいというふうに考えております。 

５番（二家本英生議員） 

 議長。 

議長（杉原 健士議員） 

 ３回目です。どうぞ。 

５番（二家本英生議員） 

 そういうことでありましたら、まずこの貯めている基金について今後どのような形で、

はっきりとはわからないとは思うんですけども、町としてこういう形で予算を使っていき
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たいとか寄附金を使っていきたいというのを、ある程度住民にわかるような形で明示して

いただけたら大変ありがたいと思いますので、その辺の明示の方法を今後検討していただ

きたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 以上です。 

議長（杉原 健士議員） 

 答弁、よろしいですか。 

５番（二家本英生議員） 

 はい。 

議長（杉原 健士議員） 

 他に、ございませんか。 

６番（是枝 綾子議員） 

 議長。 

議長（杉原 健士議員） 

 是枝議員。 

６番（是枝 綾子議員） 

 今、我が党の二家本議員が質問しましたのは、ふるさと忠岡応援寄附金の基金の使い道

ということでありましたので、私は基金の使い道ということではなく、今回のこの補正予

算に出されている返礼品、そして発送の業務の委託料、そしてその発送代ですね。手数料

ですね。合計しますと発送代３９１万円、謝礼４，１０３万８，０００円、発送業務３，

８８３万１，０００円、これの既定予算も合わせれば８，０００万円を超えるということ

にことしはなっているということになるわけですね。これの財源ですね。この補正予算の

財源の内訳だけを見ても、これは財源はどこから持ってこられているんでしようか。まず

それが１点目です。 

町長公室（柏原 憲一公室長） 

 議長。 

議長（杉原 健士議員） 

 柏原公室長。 

町長公室（柏原 憲一公室長） 

 一般財源でございます。 

６番（是枝 綾子議員） 

 議長。 

議長（杉原 健士議員） 

 是枝議員。 

６番（是枝 綾子議員） 

 一般財源ということで、歳入を見ますと地方交付税等を充てておられます、今回です
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ね。これは忠岡の方が、このふるさと応援は忠岡にはできないわけで、他市の方、他市町

村の方がされた分に、他市町村の方に毛布なりの返礼品を送る、そのお金の出所がどこか

ということが問題だと私は思います。そのことは決算委員会でも言いました。 

 本来でしたら、これはふるさと応援寄附金で、前年度とか前々年度積み立てた額が、今

二家本議員、２億８，９００万円と言いましたが、その中から取り崩してですね。寄附金

は一たん積み立てないといけないという、手続上ありますので、これは仕方ないけど、積

み立てた分はその年度でも取り崩してもいいですし、その基金なりから、この２億８，９

００万円から返礼品を出すのが本来ではないかと。本来そこから出さなければいけないの

に、町民のためにことし使わなければいけない予算をこちらに回して、そして町民のた

め、地方交付税、そうですやん。地方交付税、そして、きょう午前中も午後も町民の要

求、「これはどうですか」と言ったときに、「お金がない」「町民の予算がない」と言っ

ておいて、町民でない方の返礼品をその町民に充てなければいけない予算から出している

ということが、使い方としては、町民がこれを聞いたら納得するかというところを問題に

しているわけです。 

 これが町民の感覚、町民の目線から言えば、やはりそうではないかということを決算委

員会でも指摘をさせていただいたということであります。町民でないとなかなか、こうい

う話を聞いたら「えっ」と思いますけれども、だからこの財源については何なのかと聞け

ば一般財源であって、本来は町民のさまざまなところに使う分がこちらの発送に使われた

ということなんですかということを再度お聞きします。 

町長公室（柏原 憲一公室長） 

 議長。 

議長（杉原 健士議員） 

 柏原公室長。 

町長公室（柏原 憲一公室長） 

 ふるさと納税につきましては、逆に町民でない方からたくさんご寄附いただいておりま

して、それが黒字にもつながっているところでございます。その返礼品に係るその手数料

等の支出については、若干実務的なところもございますので、近隣市町村がどのような手

続をしているのか、ちょっとその辺も調べる中で、また本町の対応についても考えてまい

りたいと思いますので、ご理解のほどよろしくお願い申し上げます。 

議長（杉原 健士議員） 

 是枝議員。 

６番（是枝 綾子議員） 

 今、ちょっと例えて申し上げましたが、近隣の状況も調べていただいて、町民に必要な

予算についてはやはりそちらのほうに使うということも大事ですよということで。返礼品

のお金を町民のために使えじゃなくて、町民のための財源ね。入ってくる財源については
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町民のために使うということをしてほしいと。こちらのほうでなく、この財源はやはり積

み立てたところから取り崩して送ってくださいということで申し上げているだけです。 

 以上です。 

議長（杉原 健士議員） 

 他に、ございませんか。 

 和田議員。 

２番（和田 善臣議員） 

 すみません、職員手当のところで、ページで言いましょうか、６７ページです。ここで

退職手当、これが１，２６６万上がっています。この対象というのは何名でしょうか。 

町長公室（柏原 憲一公室長） 

 議長。 

議長（杉原 健士議員） 

 公室長。 

町長公室（柏原 憲一公室長） 

 退職手当につきましては、この分につきましては職員１名が自己都合といいますか退職

の申し出がありましたので、その分の措置でございます。１名。 

議長（杉原 健士議員） 

 和田議員。 

２番（和田 善臣議員） 

 この金額からしますと中堅の職員、いわゆる２５年以上は勤まったであろうと推測でき

ます。近年といいますか、最近特に途中で退職する、いわゆる６０歳定年退職まで行かな

いという職員が結構ふえております。ここ最近の年を見ても、忠岡町にとってこれは損失

ではないかなという職員もやめられています。今までせっかく一生懸命町のために働いて

きて途中で退職すると。これが健康上の理由とかいうんであれば仕方がないんですが、ち

ょっと最近、途中退職というのが多過ぎるので、この辺について人事のほうとしてはどの

ようにお考えか、答弁願いたいと思います。 

町長公室（柏原 憲一公室長） 

 議長。 

議長（杉原 健士議員） 

 柏原公室長。 

町長公室（柏原 憲一公室長） 

 職員の自己都合による退職でございますので、おのおのの職員の方が健康上の理由であ

ったりとか家の家業を継がれるとか、いろんなご事情があると思いますので、そこについ

て特段どうということについてはなかなか申し上げにくいかと思います。 

 他市町村もそうですし、そういうところでもたくさんの方が退職されているというふう
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な形で、きょうも堺市ですか、そういったこともありました。ただ、とは言うもののベテ

ランの職員が大量に退職された後、その後なかなか、若手の職員に切りかわっている中

で、その中でまだなおかつそういった途中の中堅以上の方が退職されるということについ

ては、我々職場としては業務を進めるに当たってはマイナスの面もありますが、その分に

ついては我々残っている職員が英知を出し合いながら穴を埋めていくということで、住民

サービスに、住民さんに迷惑がかからないように職員が一丸となって取り組んでまいりた

いというふうに思いますので、ご理解のほどよろしくお願い申し上げます。 

２番（和田 善臣議員） 

 議長。 

議長（杉原 健士議員） 

 和田議員。 

２番（和田 善臣議員） 

 今、公室長がおっしゃったとおり、それは理にかなっておると思います。ただ、堺市と

かと比較したら、当町は正職員が１００人余りだということで、１名、２名でもかなり大

きな比重を占めると思います。近年、特に多いんですよね。途中退職が。以前はそういう

ことはなかったです。そんなところの原因とかいったことも、やはり人事担当としては考

えていかなくてはいけないのではないか、そのように考えています。 

 福利厚生面でも近年はもう職員にとってはほとんどないというようなことでね。例えば

これは関係ないかもしれませんけれども、３時になったらラジオ体操か、体操の音楽がか

かっています。しかし、やってはる方は１人もいてません。これはやはりそちらのほうで

指導して、わずか３分ぐらいのことですので、ちょっと休憩をとって体操しましょうか

と。そういったことも踏まえて、職員の健康管理、福利厚生、途中で何でやめるんか、そ

ういったこともよく調べて対応のほうをよろしくお願いしたいと思いますので。 

議長（杉原 健士議員） 

 一言どうぞ。 

町長公室（柏原 憲一公室長） 

 職員の福利厚生等々についても、また職員組合等もございますので、そのあたりのご意

見も聞きながら、改善するものがあればそれについて検討してまいりたいと思いますの

で、よろしくご理解のほどお願い申し上げます。 

議長（杉原 健士議員） 

 他に、ございませんか。 

２番（和田 善臣議員） 

 議長。 

議長（杉原 健士議員） 

 最後に。 
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２番（和田 善臣議員） 

 有能な職員が途中退職するようなことは避けていってほしい。それが私の本音なんです

けれども、よろしくお願いしたいと思います。 

議長（杉原 健士議員） 

 他に、ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

議長（杉原 健士議員） 

 ないようですので、質疑を終結いたします。 

議長（杉原 健士議員） 

 お諮りいたします。 

 ただいま議題となっております日程第１７ 議案第６４号 令和元年度忠岡町一般会計

補正予算（第５号）については、会議規則第３９条第１項の規定によって、総務事業常任

委員会に付託することにしたいと思います。 

 これに、ご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議長（杉原 健士議員） 

 ご異議ないものと認めます。 

 したがって、日程第１７ 議案第６４号 令和元年度忠岡町一般会計補正予算（第５

号）については、総務事業常任委員会に付託することに決定いたしました。 

 本件に係る報告は、次期再開日にお願いいたします。 

 

議長（杉原 健士議員） 

 日程第１８ 議案第６５号 令和元年度忠岡町国民健康保険事業勘定特別会計補正予算

（第２号）についてを議題といたします。 

 事務局長より、議案を朗読させます。 

（事務局長：議案朗読） 

議長（杉原 健士議員） 

 本件について、提案理由の説明を求めます。 

町長（和田 吉衛町長） 

 はい。 

議長（杉原 健士議員） 

 町長。 

町長（和田 吉衛町長） 

 議案第６５号 令和元年度忠岡町国民健康保険事業勘定特別会計補正予算（第２号）に

ついて、ご説明申し上げます。 
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 今回の補正予算額は、１８５万８，０００円で、これを補正することにより、予算総額

は１９億９，５２１万５，０００円となります。 

 歳入につきましては、第１款 国民健康保険料で、一般被保険者国民健康保険料現年分

１４９万５，０００円を計上、第３款 国庫支出金で、オンライン資格確認対応システム

改修費補助金１３４万２，０００円を計上、第５款 繰入金で、保険基盤安定等繰入金１

４９万５，０００円を減額、国民健康保険事業財政調整基金繰入金５１万５，０００円を

計上、第８款 財産収入で、国民健康保険事業財政調整基金利子１，０００円を計上。 

 歳出につきましては、第１款 総務費で、住民情報クラウドシステム改修委託料１３４

万２，０００円を計上、第５款 保健事業費で、保健師等賃金５１万５，０００円を計

上、第９款 基金積立金で、国民健康保険事業財政調整基金積立金１，０００円を計上す

るものであります。 

 どうぞ、よろしくご審議のほど、お願い申し上げます。 

議長（杉原 健士議員） 

 提案理由は、以上のとおりです。 

 ご質疑をお受けいたします。ご質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議長（杉原 健士議員） 

 ご質疑ないようですので、質疑を終結いたします。 

議長（杉原 健士議員） 

 お諮りいたします。 

 本件は、会議規則第３９条第３項の規定により、委員会付託を省略してご異議ありませ

んか。 

（「異議なし」の声あり） 

議長（杉原 健士議員） 

 異議ないものと認め、委員会付託を省略することに決定いたしました。 

議長（杉原 健士議員） 

 これより、討論に入ります。 

 討論は、ありませんか。 

（な  し） 

議長（杉原 健士議員） 

 ないようですので、討論を終結いたします。 

議長（杉原 健士議員） 

 これより、議案第６５号 令和元年度忠岡町国民健康保険事業勘定特別会計補正予算

（第２号）についてを採決いたします。 

 原案のとおり可決することにご異議ありませんか。 
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（「異議なし」の声あり） 

議長（杉原 健士議員） 

 異議ないものと認め、本件は、原案のとおり可決することに決定いたしました。 

 

議長（杉原 健士議員） 

 日程第１９ 議案第６６号 令和元年度忠岡町介護保険特別会計補正予算（第３号）に

ついてを議題といたします。 

 事務局長より、議案を朗読させます。 

（事務局長：議案朗読） 

議長（杉原 健士議員） 

 本件について、提案理由の説明を求めます。 

町長（和田 吉衛町長） 

 はい。 

議長（杉原 健士議員） 

 町長。 

町長（和田 吉衛町長） 

 議案第６６号 令和元年度忠岡町介護保険特別会計補正予算（第３号）について、ご説

明申し上げます。 

 今回の補正予算額は、２９万２，０００円で、これを補正することにより、予算総額は

１６億３，４４２万３，０００円となります。 

 歳入につきましては、第７款 繰入金で、職員給与費等繰入金２９万２，０００円を計

上。 

 歳出につきましては、第３款 地域支援事業費で、この款より支出いたしております職

員の給与改定実施等に伴う調整額を計上するものであります。 

 どうぞ、よろしくご審議のほど、お願い申し上げます。 

議長（杉原 健士議員） 

 提案理由は、以上のとおりです。 

 ご質疑をお受けいたします。ご質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議長（杉原 健士議員） 

 ないようですので、質疑を終結いたします。 

議長（杉原 健士議員） 

 お諮りいたします。 

 本件は、会議規則第３９条第３項の規定により、委員会付託を省略してご異議ありませ

んか。 
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（「異議なし」の声あり） 

議長（杉原 健士議員） 

 異議ないものと認め、委員会付託を省略することに決定いたしました。 

議長（杉原 健士議員） 

 これより、討論に入ります。 

 討論は、ありませんか。 

（な  し） 

議長（杉原 健士議員） 

 ないようですので、討論を終結いたします。 

議長（杉原 健士議員） 

 これより、議案第６６号 令和元年度忠岡町介護保険特別会計補正予算（第３号）につ

いて、採決いたします。 

 原案のとおり可決することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議長（杉原 健士議員） 

 異議ないものと認め、本件は、原案のとおり可決することに決定いたしました。 

 

議長（杉原 健士議員） 

 日程第２０ 議案第６７号 令和元年度忠岡町下水道事業特別会計補正予算（第１号）

についてを議題といたします。 

 事務局長より、議案を朗読させます。 

（事務局長：議案朗読） 

議長（杉原 健士議員） 

 本件について、提案理由の説明を求めます。 

町長（和田 吉衛町長） 

 はい。 

議長（杉原 健士議員） 

 町長。 

町長（和田 吉衛町長） 

 議案第６７号 令和元年度忠岡町下水道事業特別会計補正予算（第１号）について、ご

説明申し上げます。 

 まず、元号を改める政令の施行に伴い、「平成３１年度忠岡町下水道事業特別会計予

算」の名称を「令和元年度忠岡町下水道事業特別会計予算」に改めるとともに、元号によ

る年表示について令和に読みかえるものであります。 

 今回の補正予算額は、１５５万５，０００円で、これを補正することにより、予算総額
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は１１億９７６万２，０００円となります。 

 歳入につきましては、第５款 繰入金で、一般会計繰入金１５５万５，０００円を計

上。 

 歳出につきましては、人件費において、給与改定実施等に伴う調整額を各款に計上する

ものであります。 

 次に、債務負担行為の補正につきましては、雨水ポンプ場運転管理委託について、期間

は令和元年度から令和２年度まで、限度額を５，０５５万円と定めるものでございます。 

 どうぞ、よろしくご審議のほど、お願い申し上げます。 

議長（杉原 健士議員） 

 提案理由は、以上のとおりです。 

 ご質疑をお受けいたします。ご質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議長（杉原 健士議員） 

 ご質疑ないようですので、質疑を終結いたします。 

議長（杉原 健士議員） 

 お諮りいたします。 

 本件は、会議規則第３９条第３項の規定により、委員会付託を省略してご異議ありませ

んか。 

（「異議なし」の声あり） 

議長（杉原 健士議員） 

 異議ないものと認め、委員会付託を省略することに決定いたしました。 

議長（杉原 健士議員） 

 これより、討論に入ります。 

 討論は、ありませんか。 

（な  し） 

議長（杉原 健士議員） 

 ないようですので、討論を終結いたします。 

議長（杉原 健士議員） 

 これより、議案第６７号 令和元年度忠岡町下水道事業特別会計補正予算（第１号）に

ついて、採決いたします。 

 原案のとおり可決することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議長（杉原 健士議員） 

 異議ないものと認め、本件は、原案のとおり可決することに決定しました。 
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議長（杉原 健士議員） 

 お諮りいたします。 

 本定例会の会議に付された事件は議了したので、本日の会議を打ち切り、議事の都合に

よって、明日から１２月１９日までの７日間、休会したいと思います。 

 これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議長（杉原 健士議員） 

 異議なしと認めます。 

 よって、明日から１２月１９日までの９日間、休会することに決定いたしました。 

 次回、本会議は、来る１２月２０日午前１０時より、再開いたします。 

 本日は、これにて散会いたします。ご苦労さまでございました。 

（「午後３時２５分」散会） 


